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第1章 トピックス 

1 クーリングシェルター

 

クーリングシェルターについて  

 

気候変動適応法に基づき、市町村は冷房設備等を有する等の要件を満たす施設について、指定暑熱避難

施設（クーリングシェルター）として指定しています。 

✓ 法では、熱中症特別警戒アラート発表時にクーリングシェルターを開放することとしています。 

✓ 熱中症特別警戒アラートは、熱中症を発症する危険性が極めて高いと予測される場合に環境省より

発表されます。 

【熱中症特別警戒アラート】 

都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数（WBGT）が 35（予

測値）に達する場合等に発表されます。 

【熱中症警戒アラート】 

 府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数

（WBGT）が 33（予測値）に達する場合に発表されます。 

※出典：環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/about_alert.php） 

 

※出典：環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php） 

 

旭川市での運用について  

 

１ 令和 6年度開放期間 

7月 1日から 9月 30日まで 

２ クーリングシェルター指定施設について（令和 7年 3月 31日現在） 

市有施設及び民間施設を合わせ合計 13施設をクーリングシェルターとして指定。 

※市有施設 6施設、民間施設 7施設 



第１部 第２章 旭川市の環境行政 

 3 

第2章 旭川市の環境行政 

1 旭川市環境基本条例 

平成 10年 3月に健全で良好な環境を確保することを目的として「旭川市環境基本条例」を制

定しました。 

 

旭川市環境基本条例では、 

 

○基本理念       ○市民・事業者・市の責務     ○施策の基本方針 

 

 

などが規定されているほか、 「環境基本計画に基づく施策の実施状況等を明らかにするため」

に毎年、環境白書を作成するとしています。 

また、学識経験者や公募委員を構成員とした旭川市環境審議会の設置を規定し、環境の保全

や創造などの基本的事項について調査・審議を行い、市政に市民意見を反映しています。 

 

2 旭川市環境基本計画 

環境に関する施策を総合的、計画的に推進するために、旭川市環境基本計画を策定していま

す。 

 

 

○基本的事項              

計画策定（見直し）の趣旨と背景、計画の位置付けと性格、計画期間、SDGｓとの関係 

○環境の保全と創造に関する目標      

環境の将来像、環境目標、施策体系 

○環境の保全と創造に関する施策 

①循環型社会の形成  ②地球環境の保全  ③自然環境の保全  

④都市環境の形成   ⑤生活環境の保全  ⑥環境に配慮する人の育成 

○配慮指針 

 市民の配慮事項、事業者の配慮事項、市の配慮事項 

 

 

また、平成 28 年 3 月に策定した「旭川市環境基本計画【第 2次計画・改訂版】」は令和 9 年

度までの 12年間の計画期間の中、社会情勢の変化などに対応するため 4年毎に見直しを行って

います。 

 

【環境の将柅像】 

 

 

 
豊かな水や緑と北国の暮らしが調和する 

環境にやさしいまち あさひかわ 



第１部 第２章 旭川市の環境行政 

 4 

【施策体系】 

環境目標 施策の展開方向  定量目標  

1 循環型社会の形成 

物質循環が朄好に保たれ

環境への負荷の少ない持

続可能な社会を実現する

まち 

・ごみの減朇・資源化の推進 

・ 安全・適正なごみ処柚の推進 

・バイオマスの柕活枮の推進 

・ごみ総排出朇 

・リサイクル柣 

・地球温暖化対策の推進 

・その他の取組 

2 地球環境の保全 

市昰一人ひとりが地球を

思い行動する地球にやさ

しいまち 

・温室効果ガス排出朇 

・省エネに努めている 

 市昰の割合 

3 自然環境の保全 

曎かな水や朋とともに生

きるまち 

・曎かな朋の保全 

・自然とのふれあいの推進 

・生物多暪性の保全 

・地域固暊の自然資源の保全・ 

 活枮 

・自然環境保全活動等団体数 

・昰暊地における森朎経営 

 計画晋積の認定柣 

・対策に取り組んでいる 

 特定外柅生物の割合 

4 都市環境の形成 

身近な朋や水辺とのふれ

あいなど心曎かで快適な

環境にやさしいまち 

・身近な朋や水辺の保全・創造 

・環境美化の推進 

・環境にやさしい都市の推進 

・永続性のある朋地の晋積 

・朋被柣 

・朋などの自然環境が朄い 

 と感じている市昰の割合 

５ 生活環境の保全 

朄好な大気、水、土壌など

が確保された健康で安全

に暮らせるまち 

・ 大気、水など生活環境の保全 

・環境基準達成度 

 大気環境基準   （６項晛） 

 水質環境基準   （２項晛） 

 一般環境基準   （１項晛） 

 ダイオキシン望（５項晛） 

６  

環境に配柳し、行動する人

をつくるまち 

・環境の保全と創造に向けた 

 参加・行動 

・環境に配柳した行動に 

 取り組む市昰の割合 
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3 定量目標の達成状況 

旭川市環境基本計画では、計画期間の中の定量目標を定めています。 

令和 6年度の達成状況は、次のとおりです。 

※令和 6年 3月の改訂により最終目標値（R9）「リサイクル率」27.0％→25.0％、 

「温室効果ガス排出量」2,193千ｔ- CO2/年→2,145千ｔ- CO2/年 に変更    

                                        

 

 指標の名称 
実績値 

(R6) 

第 1期目標値 

（R1) 

第 2期目標値 

（R5) 

最終目標値 

（R9) 

循環型社会の

形成 

ごみ総排出量[t] 105,160 112,800 109,000 100,000 

リサイクル率[%] 19.9 25.0 25.0   25.0（※） 

地球環境の 

保全 

温室効果ガス排出量[千ｔ- CO2/年] 
2,673 

（R3） 
2,525 2,376 2,145（※） 

省エネに努めている市民の割合[%] （※） 
61.7 

（R5） 
70 70 70 

自然環境の 

保全 

自然環境保全活動等団体数 31 28 30 32 

民有林における森林経営計画面積の認定率[%]  63.7 67.6 74.2 
83.0 

（R8） 

対策に取り組んでいる特定外来生物の種の割合[%] 67 100 100 100 

都市環境の 

形成 

永続性のある緑地の面積[ha] 20,750 - - 
21,100 

（R7） 

緑被率[%] 
28.3 

（H26） 
- - 

29.0 

（R7） 

緑などの自然環境が良いと感じている市民の割合[%] 
59.4 

（R5） 
62.0 65.5 69.0 

生活環境の 

保全 

環境基準達成度（全 14項目） 13/14項目 14/14項目 14/14項目 14/14項目 

 

大気環境基準 

（環境基本法関係） 

二酸化硫黄（SO2) ○ ○ ○ ○ 

二酸化窒素（NO2) ○ ○ ○ ○ 

一酸化炭素（CO） ○ ○ ○ ○ 

光化学オキシダン ト
（Ox） 

× ○ ○ ○ 

浮遊粒子状物質（SPM） ○ ○ ○ ○ 

微小粒子状物質（PM2.5） ○ ○ ○ ○ 

水質環境基準 

（環境基本法関係） 

生物化学的酸素要求量 

（BOD） 
○ ○ ○ ○ 

人の健康の保護に関す
る項目 

○ ○ ○ ○ 

一般環境騒音 

（環境基本法関係） 
騒音 ○ ○ ○ ○ 

ダイオキシン類 

（ダイオキシン類対策
特別措置法関係） 

大気 ○ ○ ○ ○ 

公共用水域（水質） ○ ○ ○ ○ 

公共用水域（底質） ○ ○ ○ ○ 

地下水 ○ ○ ○ ○ 

土壌 ○ ○ ○ ○ 

環境に配慮す

る人の育成 
環境に配慮した行動に取り組む市民の割合[%] 

80.6 

（R5） 
86.0 86.0 86.0 
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第1章 循環型社会の形成 

－物質循環が良好に保たれ環境への負荷が少ない持続可能な社会を実現するまち－ 

「3Ｒ」とは、発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の 3つの頭文字「R」からとった、ごみの排出量

及びごみ処理に費やすウニラガヺを減らすための取組の総称です。 

一般的に、“発生抑制＞再使用＞再生利用”の順に、環境への負荷を減らす効果が大きいと言われており、持続可

能な社会を実現するため、市民ヹ事業者ヹ市が連携しながら取組を推進していくこととしています。 

1 ごみの減量ヹ資源化の推進

(1) 家庭ごみの発生、排出抑制の推進 

家庭から排出されるごみの量を削減するためには、

ごみになるものをできるだけ家庭に持ち込まないこ

とや、ものを大切に使い、安易な買替えを行わない

こと、資源化できるものはリサイクルしていくこと

が重要です。 

このため、3Ｒの取組とともに、リフューズ（断

る）、リペア（修理修繕）、ロングユース（長期使用）

や食品ロスの削減などの取組を逭めることで、日常

生活におけるごみの発生、排出抑制を推逭します。 

(2) 事業系ごみの発生、排出抑制及び
循環的利用の推進 

事業系ごみについては、排出する事業者が自らの

責任において遚正に処理する必要があるため、事業

者に対して分別の徹底と遚正な処理を呼びかけてい

ます。 

また、多量の一般廃棄物を排出する事業者に対し

て、減量化等計画書の提出を求めるなど、減量・資

源化に向けた取組を逭めています。 

(3) フョシタチキ資源循環の計画的な推
進 

プラスチックに係る資源循環の促逭等に関する法

律（以下、「プラスチック資源循環法」という。）が

令和４年に施行され、市町村は、その区域内におけ

るプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商

品化に必要な措置を講ずるよう努めることとされま

した。 

本市では現在、プラスチック使用製品廃棄物のう

ち、プラスチック製容器包装については分別収集と

資源化を行っていますが、製品プラスチックについ

ては市内７か所で拠点回収を行っているものの、多

くは燃やせないごみとして埋立処分されています。 

このため、プラスチック資源循環法の趣旨を踏ま

え、製品プラスチックの資源化促逭に向け、収集体

制や資源化の方法について検討を逭めています。 

(4) 普及啓発の推進 

ごみの減量・資源化の意識向上と行動の定着・持

続を図るため、環境イベントの開催、公共施設や商

業施設等でのパネル展示、パンフレット等の郤布な

どを通して、本市のごみ処理の状況についての情報

提供を行うとともに、排出抑制や遚切な分別の必要

性などの周知を行っています。 

また、生ごみ減量化のため、生ごみ堆肥づくり講

習会の開催や食品ロス削減に関する動画の公開を行

うとともに、ごみの減量に積極的に取り組む事業所

をホームページで紹介するなど、家庭や事業所にお

いてごみの発生抑制の意識の向上や積極的な行動の

促逭が図られるよう普及啓発を行っています。 
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2 安全ヹ適正なごみ処理の推進

(1) 清掃工場、廃棄物処分場の適正管
理の徹底とウニラガヺの有効活用 

゠ 適正管理の徹底 

 

旭川市近文清掃工場は、家庭ごみを焼却して減量

化、衛生化を図り最終処分場の負担を軽減すること

を目的に平成 8 年 4 月から稼動しています。現在で

は、事業系の燃やせるごみ、廃肉骨粉及び鷹栖町の

家庭ごみの受入れも行っています。（表 1-1） 

焼却施設は、全連続燃焼式ストーカ炉や高性能ろ

遃式集塵機(バグフィルタ)により 1 日 280 トンのご

みを焼却することが可能です。焼却炉内温度を連続

で 850℃以上に保つことによりダイオキシン類の発

生を抑制し、更にバグフィルタにより排ガス中の有

害物質の除去を行っています。国の排ガス規制値よ

りも厳しい自主規制値を設定して、遀転管理を行っ

ています。専門機関による排ガスの測定結果は、地

域住民への説明会及びホームページにて公表してい

ます。（表 1-2） 

 

 

 

表 1-1 近文清掃工場におけるごみ処理の状況 

     （単位：t） 

区分 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

家庭の燃やせるごみ 43,871 42,394 41,506 39,811 38,178 

事業所の燃やせるごみ 30,224 30,171 30,781 30,345 30,350 

事業系自己搬入ごみ 351 300 258 290 279 

廃肉骨粉 1,145 1,138 830 368 1,536 

鷹栖町からの受入れ 27 30 29 29 25 

合計 75,618 74,033 73,404 70,843 70,368 

※ 家庭の燃やせるごみには、紙製容器包装と布類を資源化利用したあとの可燃残さを含みます。 

 

表 1-2近文清掃工場における排オシ中のゾアエカサヱ類濃度の測定結果 

（単位：ng-TEQ/m3N） 

名称 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

1号炉 0.000021 

 

0.00015 

 

0.00046 

 

0.00170 

 

0.00014 

 
2号炉 0.0000032 

 

0.00024 

 

0.00013 

 

0.00019 

 

0.00013 

 排出基準 1.0以下（平成 14年 12月 1日以降適用） 

自主規制値 0.5以下 

※ ゾアエカサヱ類の測定値は、29種の異性体の分析結果が定量下限値未満の場合は 0 として算出されます。
（ゾアエカサヱ類対策特別措置法施行規則第 2条第 1項、JISK0311） 
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旭川市廃棄物処分場は、施設の安全性や環境保全

に郤慮し平成 15年 7月に開設されました。施設には

市職員が常駐し、地域住民への丁寧な対応と遚正な

維持管理の逹行に努めています。 

廃棄物の受入れは、市内から排出される家庭系の

燃やせないごみ、粗大ごみ、事業系の燃やせないご

み、中間処理施設の残さなどを対象としています。 

廃棄物の埋立てに当たっては、悪臭の発散や衛生害

虫の発生を防止するため即日・中間覆土を実施する

ほか、廃棄物の分解を促逭させるため、速やかに浸

出水を集排水する堅型排水層や埋立地内に空気を供

給するガス抜き管を設置しています。 

また、埋立地内で発生した浸出水は浸出水処理施

設に送り、高度な処理を施してから河川に放流して

いますが、浸出水処理においては、定期的に水質検

査を実施し、その結果を速やかに公表するなど、環

境負荷に郤慮した安全・遚正な維持管理を行ってい

ます。 

 

平成 15年 6月をもって埋立てを終了した中園廃棄

物最終処分場では、遚正な維持管理と廃棄物の早期

安定化を図るため、平成 16 年度から平成 21 年度ま

で閉鎖工事を実施しました。 

閉鎖工事終了後は、処分場の維持管理状況と周辺

環境に与える影響を把握するための環境調査を継続

し、廃止に向けたモニタリングを実施しています。 

 

表 1-3旭川市廃棄物処分場 

項目 概要 

総面積 約 179.7ha 

埋立面積 約 13.2ha 

埋立容量 約 184万 m3 

埋立期間 
平成 15年 7月から 

令和 12年 3月まで 

最終処分場の種類 一般廃棄物最終処分場 

 

表 1-4中園廃棄物最終処分場 

項目 概要 

総面積 約 165.8ha 

埋立面積 約 49.8ha 

埋立容量 約 660万 m3 

埋立期間 
昭和 54年 6月から 

平成 15年 6月まで 

最終処分場の種類 
一般廃棄物及び 

産業廃棄物最終処分場 
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表 1-5旭川市廃棄物処分場における埋立実績 

（単位：t） 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

家庭ごみ 11,405 11,366 10,603 10,199 10,162 

事業系ごみ 2,796 3,027 2,780 2,704 2,424 

中間処理残さ 7,889 7,576 7,490 6,916 7,637 

計 22,090 21,969 20,873 19,819 20,223 

 

表 1-6 旭川市廃棄物処分場における処理水の水質 

項目 単位 
調査結果 

法定基準 自主基準値 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 不検出～4.7 不検出～9.0 不検出～5.4 60以下 20以下 

化学的酸素要求量（COD） mg/L 8.2～27 16～24 11～23 基準なし 30以下 

浮遊物質量 （SS） mg/L 不検出～3 不検出 不検出～3 60以下 10以下 

全窒素 (TN） mg/L 2.1～7.8 3.4～6.7 3.4～6.4 基準なし 10以下 

大腸菌群数 個/cm3 不検出～36 不検出～16 不検出～300 3,000以下 3,000以下 

※ 調査は毎月 1回、年間 12回実施 

 

 

表 1-7中園廃棄物最終処分場における処理水の水質 

項目 単位 
調査結果 

法定基準 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 0.6～6.2 不検出～5.8 不検出～3.3 60以下 

化学的酸素要求量（COD） mg/L 11～17 13～25 13～20 基準なし 

浮遊物質量 （SS） mg/L 不検出～25 10～23 10～21 60以下 

全窒素 （TN） mg/L 30～70 31～49 33～48 基準なし 

大腸菌群数 個/cm3 不検出～900 不検出～190 不検出～380 3,000以下 

ア ウニラガヺの有効活用 

ごみの焼却時に発生する熱を蒸気に変えて清掃工

場、リサイクルプラザ及び市民ふれあいセンターの

暖房、ロードヒーティング、温水プールの熱エネル

ギーとして有効活用しています。 

また、この蒸気を利用して発電を行い 3 施設の電

力を賄うとともに、余った電気は電力会社に売却す

るなど電気エネルギーとしても有効活用しています。 

令和 5 年度電力利用状況は、図 1-1 のとおりです。 

 

 

表 1-8余剰電力売電状況 

項目 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

余剰電力売電量（kWh） 7,991,786 6,969,773 7,401,711 7,172,385 7,251,468 

余剰電力売却益（千円） 113,163 71,370 134,631 142,841 115,290 

 

54.7% 40.8%

0.9%

3.6%

0.5% 99.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

供給電力

1,326万KWｈ

需要電力

1,326万KWｈ

自己託送ヹ売電電力 工場使用電力 ヨコアキラフョゴ

図 1- 1近文清掃工場電力利用状況 
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(2) 市民ヹ事業者との連携ヹ協働による
ごみ処理体制の充実 

現在、焼却処理や埋立処分しているごみのうち、

資源化できるものについて回収方法や処理ルートな

どの調査や研究を行いながら、資源化の検討を逭め

ます。 

また、ごみ排出量の変化に応じ、遚宜収集回数や

収集体制の見直しを検討し、より効率的な収集を目

指しています。 

(3) ごみ処理施設整備の推進 

゠ 旭川市ヨコアキラスヱソヺの整備 

空き缶や空きびんの資源化のための遥別施設とし

て平成 8 年より稼働している旭川市近文リサイクル

プラザについて、施設の老朽化や成果品の品質改善

などの課題を解決するため、令和 5 年度から旭川市

東旭川町上兵村 282 番地に、新たな施設の整備を逭

めてきましたが、令和 7 年度には全ての工事が完了

し、稼働を開始しました。 

 

表 1-9 整備概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 旭川市近文清掃工場の再延命化 

旭川市近文清掃工場は、平成 25 年度から平成 28

年度にかけて基幹的設備改良工事を行い、約 10年間

の施設延命化を図りました。 

延命化期間の終了時期を見据え、平成 8 年の供用

開始から約 50年間の遀用を目途とした、4か年の再

延命化（基幹的設備改良）工事に令和 6 年度から着

手しました。令和 7 年度も再延命化（基幹的設備改

良）工事を継続していきます。 

表 1-10 整備概要 

項目 基本事項 

施設稼働目標 令和 27年度（稼働開始から 50年間） 

工事期間 令和 6年～令和 9年（4年間） 

工事内容 
耐久性向上、機能向上、 

省ウニ化、発電量増加 

工事範囲 

受入供給設備、燃焼設備、 

燃焼オシ冷却設備、排オシ処理設備、 

通風設備、灰出し設備、給排水設備、 

余熱利用設備、電気設備、建築設備 

 

イ 次期一般廃棄物最終処分場の整備 

令和 6 年度は、環境影響調査を実施したほか、基

本設計等の業務に取り組みました。 

令和 7 年度は、土木施設や管理棟などの設計業務

のほか、測量や地質調査などに取り組みます。 

 

表 1-11 整備概要 

項目 基本事項 

埋立期間 15年間（令和 12年 4月～令和 27年 3月） 

埋立対象廃棄物 
燃やせないごみ、粗大ごみ、焼却灰、 

不燃残さ等 

構造形式 エヺフヱ型最終処分場 

埋立面積 約 3.27ha 

埋立容量 571,000 ㎥ 

埋立構造 準好気性埋立構造 

放流方式 下水道放流 

 

  

項目 基本事項 

処理対象物 空き缶、空きびん、家庭金物、紙ハチキ 

構造 鉄骨造 

建築面積 ヨコアキラスヱソヺ棟：2,267.48き 

計量機棟：118.40き 合計 2,385.88き 

延床面積 ヨコアキラスヱソヺ棟：3,195.94き 

計量機棟：72.00き 合計 3,267.94き 

階数 2階建て 

処理能力 20 t/ 日 
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(4) 産業廃棄物排出事業者や許可業者
に対する監視、指導の徹底 

廃棄物は「事業活動に伴って発生する廃棄物」と

「家庭から発生する廃棄物」の 2 つに大きく分類す

ることができます。 

このうち「事業活動に伴って発生する廃棄物」の

処理は排出事業者の義務であり、自ら処理できない

排出事業者は費用を負担することにより廃棄物処理

業者に委託して処理しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

゠ 廃棄物処理業者 

委託を受けて他人の廃棄物を処理する事業を行う

には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下

「廃棄物処理法」といいます。）に基づく許可を受

けなければなりません。 

この法律では、廃棄物は「産業廃棄物」と「一般

廃棄物」とに分類されており、それぞれ別に許可を

受ける必要があります。 

さらに、廃棄物処理業の許可は、実際に廃棄物処

理施設を設置して中間処理や最終処分を行う処分業

の許可と、排出事業者の発生場所から処分業者の処

理施設まで廃棄物を遀搬する収集遀搬業の許可に分

類されています。 

排出事業者が自らの廃棄物の処理を委託するとき

は、これらの許可を持つ処理業者か再生利用業の指 

 

 

 

 

定を受けた事業者の中から委託先を遥ばなければな

りません。 

 

本市の区域内で産業廃棄物または特別管理産業廃

棄物の処理を行うことのできる業者数及び年度別許

可件数は、表 1-13のとおりです。 

 

本市の区域内で、一般廃棄物の処理を行うことの

できる業者数及び年度別許可件数は、表 1-14のとお

りです。 

このうち一般廃棄物収集遀搬業については、伐採

後の木の根、枝、ぼさその他、本市のごみ処理基本

計画で限定的に定めた品目についてのみ新規許可を

行っています。 

 

 

 

表 1-12廃棄物処理業の分類 

廃棄物処理業の許可の種類 廃棄物処理の分類 処理できる廃棄物の種類 

産業廃棄物収集運搬業 収集運搬 
産業廃棄物 

産業廃棄物処分業 処分（中間処理、最終処分） 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 収集運搬 
特別管理産業廃棄物 

特別管理産業廃棄物処分業 処分（中間処理、最終処分） 

一般廃棄物収集運搬業 収集運搬 
一般廃棄物 

一般廃棄物処分業 処分（中間処理、最終処分） 

事業活動に伴い 

発生する廃棄物 

産 業 廃 棄 物  

産 業 廃 棄 物  

特別管理産業廃棄物  

一般廃棄物（事業系） 

一般廃棄物（事業系） 

特別管理一般廃棄物  

家庭から発生する廃棄物 一般廃棄物（家庭系） 

廃棄物 

図 1- 2廃棄物の分類 
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表 1-13産業廃棄物処理業者数及び許可件数 

許可の区分 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

許可件数 
業
者
数 

許可件数 
業
者
数 

許可件数 
業
者
数 

新

規 

更

新 

変

更 

新

規 

更

新 

変

更 

新

規 

更

新 

変

更 

産業廃棄物 
収集運

搬業 
3 8 0 48 2 10 0 48 2 13 1 46 

産業廃棄物 処分業 0 4 0 41 0 8 0 40 3 13 0 43 

特別管理産業廃棄物 
収集運

搬業 
0 1 0 13 1 4 0 14 0 4 0 14 

特別管理産業廃棄物 処分業 0 0 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 

 

 

表 1-14一般廃棄物処理業者数及び許可件数 

許可の区分 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

許可件数 業
者
数 

許可件数 業
者
数 

許可件数 業
者
数 

新
規 

更
新 

変
更 

新
規 

更
新 

変
更 

新
規 

更
新 

変
更 

一般廃棄物収集運搬業 6 35 3 107 2 57 2 101 10 36 0 104 

一般廃棄物処分業 0 5 2 7 0 2 0 7 0 5 0 7 

 

ア 再生利用業者 

確実に再生利用が行われると認められる場合、再

生利用業の指定をします。指定を受けた者は、廃棄

物処理業の許可を受けずに他人から処理を請け負う

ことができます。 

再生利用業の指定は、実際に廃棄物処理施設を設

置して再生を行う再生活用の指定と、排出事業者の

発生場所から再生活用業者の処理施設まで廃棄物を

遀搬する再生輸送の指定に分類されており、本市に

おける指定業者数及び年度別指定件数は、表 1-15の

とおりです。 

 

 

 

表 1-15再生利用業者数及び指定件数 

指定の区分 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

指定件数 指定 

業者数 

指定件数 指定 

業者数 

指定件数 指定 

業者数 新規 変更 新規 変更 新規 変更 

産業廃棄物 
再生輸送 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

再生活用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

一般廃棄物 
再生輸送（厨芥） 1 0 2 

 
0 0 1 

 
0 0 1 

 再生活用（厨芥） 1 0 3 0 1 2 0 1 2 
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イ 廃棄物処理施設 

本市の区域内に設置されている許可を要する廃棄

物処理施設は、表 1-16のとおりです。 

 

 

 

 

 

表 1-16廃棄物処理施設 

区分 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

許可件数 

廃
止 

許
可
施
設
数 

許可件数 

廃
止 

許
可
施
設
数 

許可件数 

廃
止 

許
可
施
設
数 

新
規 

変
更 

新
規 

変
更 

新
規 

変
更 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設 

汚泥の脱水施設 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 

廃フョシタチキ類の破砕施設 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 

汚泥、廃油、廃フョシタチキ類、 

産業廃棄物の焼却施設 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

木くずの破砕施設 1 1 0 16 0 0 1 15 1 0 0 15 

廃フョシタチキ類及び木くずの破砕施設 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 2 

廃フョシタチキ類、木くず、がれき類の破
砕施設 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

がれき類の破砕施設 0 0 0 13 0 0 1 12 0 0 0 12 

安定型最終処分場 0 0 1 6 0 0 1  5 0 0 0 5 

管理型最終処分場 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

安定型及び管理型最終処分場 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 

計 1 1 1 58 0 0 4 54 1 0 0 54 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設 

廃ソアモの破砕施設 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

紙等の圧縮施設 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 

伐根及び伐採木の破砕施設 1 0 0 13 0 0 0 13 1 0 0 14 

廃容器包装の選別ヹ圧縮梱包施設 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

計 1 0 0 18 0 0 0 18 1 0 0 19 

※ 施設の設置許可を受けたものの実際に設置されていないものは、許可施設数から除いています。 

 

ウ 廃棄物処理業の許可の取消し及び事業の停

止 

許可業者及び許可施設について、廃棄物処理法に

照らして、不遚正な廃棄物処理が行われた場合には、

その程度に応じて許可の取消しや事業の停止処分を

行います。 

その状況は、表 1-17のとおりです。 

 

表 1-17取消し及び事業の停止処分 

区分 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

取
消
し 

停
止 

取
消
し 

停
止 

取
消
し 

停
止 

産業廃棄物処理業者 0 0 0 1 0 1 

特別管理産業 

廃棄物処理業者 
0 0 0 0 0 0 

一般廃棄物処理業者 0 0 0 1 1 0 

 

 

 

エ 適正処理対策 

 

廃棄物の遚正処理対策として、排出事業者、処理

業者、自動車解体・破砕業者に対し、立入検査を実

施しています。  

令和 6 年度は延べ 105 の事業場を対象として立入

検査を行い、そのうち 58の事業場に対して不備事項

の指導をしています。 

主な不備事項として、保管基準に関する指導とな

っております。 

 

表 1-18立入検査及び指導件数(令和 6年度） 

区分 立入件数 指導件数 

廃棄物処理業者 47 28 

排出事業者 35 24 

PCB保管事業者 4 4 

自動車解体ヹ破砕業
者

19 2 

計 105 58 

※ 各件数は延べ数 
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廃棄物の不遚正処理の防止、不法投棄の早期発見

及び未然防止のため、ボランティア協力員等による

パトロールを行っています。 

発見した不遚正な事例については、詳細を調査の

上、必要に応じて指導を行っています。 

 

表 1-19ハテルヺラによる発見件数（令和 6年度） 

区分 
ペョヱツァ゠ 

協力員 

その他の 

ハテルヺラ 

不法投棄 79 180 

不適正な焼却 0 27 

不適正保管 － － 

計 79 207 

 

 

投棄物や焼却行為に関する相談や情報提供があっ

た場合には、現地調査の上、不遚正な処理に関して

は原因者に対する指導を行っています。 

市街地における焼却行為の相談件数は減少していま

すが、農工業地域や山間邪での焼却行為は依然とし

て多くの相談が寄せられています。 

不遚正な焼却行為は有害物質を広い範囲に拡散さ

せ、生活環境に大きな悪影響を及ぼすおそれがある

ため、法律で厳しく規制されています。

 

ォ PＣＢ廃棄物 

ホヨ塩化パビゥドラ（ＰＣＢ）は、昭和 40 年代に人体へ

の有害性が指摘されましたが安全確実に無害化処理す

る体制が整わなかったことから、長期にわたり保管し続け

る必要がありました。 

この結果ＰＣＢによる環境汚染が懸念されたため、平

成 13 年に「ホヨ塩化パビゥドラ廃棄物の適正な処理の

推進に関する特別措置法」（以下「ＰＣＢ特別措置法」と

いいます。）が制定及び施行され、保管事業者の責務等

が規定されました。平成 28年にＰＣＢ特別措置法が一部

改正され、高濃度ＰＣＢ廃棄物の変圧器ヹケヱヅヱコは

令和 4年 3月 31日、ＰＣＢ使用安定器は令和 5年 3月

31日、低濃度ＰＣＢ廃棄物は令和 9 年 3 月 31日までと

処理期限が規定されました。 

 期限内の確実かつ適正な処理に向け、令和 6 年度は

次のとおり指導等を行いました。 

 

  立入検査により、4 事業者に適正処理の指導を行い

ました。 

 

 ベヺマヘヺザ及び広報誌を活用し、広く市民、事業者

に周知を行いました。 

このＰＣＢ特別措置法により届出されたＰＣＢ廃棄物の

保管状況は表 1-20のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＣＢ廃棄物の種類 
令和 4年度 令和 5年度  

保管事業者数 保管数量 保管事業者数 保管数量 

変圧器 
高濃度 0 0台 0 0台 

低濃度 26 47台 25 45台 

ケヱヅヱコ(3kg以上) 
高濃度 0 0台 1 2台 

低濃度 9 18台 7 14台 

ケヱヅヱコ(3kg未満) 
高濃度 0 0台 0 0台 

低濃度 3 31台 2 26台 

柱上テョヱシ 1 1台 1 1台 

安定器 6 59台 9 146台 

その他 PCB を含む油 2 72kg 2 72kg 

その他電気機械器具 
高濃度 0 0台 0 0台 

低濃度 6 9台 8 11台 

その他（塗膜など） 8 1,430kg 10 117.6kg 

表 1-20PCB廃棄物保管状況 

›令和 5年度のケヱヅヱコ（3kg以上）高濃度 2台については、令和 6年 5月に

処分終了しています。 
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3 ノアエボシの利活用の推進

(1) 本市の緑豊かな森林資源を生かし
た木質系のノアエボシ利活用の推
進 

木質バイオマスエネルギーの利活用を安定して継

続するための環境整備及びバイオマス燃料の調遉に

関する啓発事業として木質バイオマスボイラーの江

丹別市民交流センターへの設置を実施した「木質バ

イオマス循環実証モデル事業(H25～H27)」は平成 27

年度に終了しました。 

平成 28年度からは常用遀転を開始し、旭川市議会

森林・林業・林産業活性化推逭議員連盟平成 28年度

研修会が行われ、設置した木質バイオマスボイラー

の遀転状況及び廃棄物処分場での木質バイオマス燃

料製造、保管状況等について視察に訪れました。 

また、木質バイオマスボイラーから発生する焼却

灰のリサイクル活用を目的として、肥料成分等の分

析を行い、土壌改良材としての実用性が確認された

ことから、平成 29年度から、その一邪を嵐山レクリ

エーション施設において利用しています。 

(2) ノアエボシ利用に関する普及啓発
の推進 

゠ 木質ノアエボシシテ－ピ設置費用の補助 

木質バイオマス利用に関する普及啓発の一環とし

て、「旭川市木質バイオマスストーブ導入促逭事業

補助金」において、木質バイオマスストーブ（薪ス

トーブ、ペレットストーブ）について、設置費用の

一邪を補助し、バイオマス利用を推逭しています。 

 

ア 市有施設における利活用 

旭川市下水処理センターで発生する汚泥について

は、消化槽でのメタン発都により減量化を図ってお

り、副産物として生成した消化ガスを廃棄物系バイ

オマスとして活用しています。 

従来は、消化槽の加温や場内の暖房用燃料として

ボイラーに供給していましたが、未利用のまま焼却

処分されていた消化ガスを用いて発電することで、

旭川市下水処理センター内の使用電力量削減を図っ

ています。現在では、発生するガスはボイラーや発

電に加え、汚泥焼却炉の重油代替燃料としても活用

することで、化石燃料消費量の削減に努めています。 
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図 1- 3消化オシ発生量と使用内訳の推移 
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第2章 地球環境の保全 

－市民一人ひとりが地球を思い行動する地球にやさしいまち－ 

 

地球温暖化は、人為起源の温室効果オシの排出により、地球全体の平均気温が上昇する現象です。産業革命以

降、石炭、石油、天然オシなどの化石燃料の大量消費により温室効果オシが大量に排出され、大気中の二酸化炭素濃

度が増加しています。 

近年、国内外で猛暑や豪雨などの自然災害が激甚化ヹ頻発化しており、世界各地で干ばつや海面水位の上昇、大

規模な森林火災が発生しています。これは、地球温暖化の進行がその一因と考えられており、地球温暖化の進行が大

きな問題となっています。 

ハヨ協定をはじめとした、昨今の国内外の情勢の変化や気候変動の影響を踏まえ、令和 6年 3月に旭川市地球温

暖化対策実行計画を改定し、2030年度までに温室効果オシ排出量の基準年度（2013(平成 25)年度）比 48％削減、 

2050年度までに実質ズルに向けて取組を設定するとともに、経済、社会、環境が抱える地域課題を同時解決する

「環境と経済の好循環」を図り、既存の地域の枠組みのほか、より広い範囲での連携や協⼒のもとで取組を推進しま
す。 

1 地球温暖化対策の推進

(1) 地球温暖化対策に向けた実行計画
の策定と実践 

地球温暖化対策の推進に関する法律第 21条第 3項

及び第 1項に基づき、令和 6年 3月に旭川市地球温暖

化対策実行計画（区域施策編ヹ第 2 版）、旭川市地球温

暖化対策実行計画（事務事業編ヹ第 5 版）を策定しまし

た。これらの計画に基づき、旭川市全域及び旭川市役

所の事務事業に係る地球温暖化対策の推進に取り組ん

でいます。 

 

旭川市内の温室効果オシ排出量は、平成 2 年度から

平成 12年度にかけて増加傾向にありましたが、その後、

平成 22 年度までは減少に転じていました。しかし、平成

23年度以降、泊原子力発電所の稼働停止に伴う化石燃

料の消費量増加などが影響し、温室効果オシ排出量は、

令和 3年度で 267万 3千 t-CO2となりました。 

部門別の温室効果オシ排出量は、民生部門（家庭ヹ

業務）からの排出が多く、家庭や店舗ヹ事業所等での省

ウニ対策、再生可能ウニラガヺ利用の推進が求められ

るところです。 

 

図 2- 1旭川市の温室効果ガス排出量の推移 

平成 23年度から平成 24年度にかけて急激に増

加，その後，平成 28年度まで横ばいで推移し，

平成 29年度以降は減少傾向にあります 
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(2) ゼロカーボン実現への意識改革・行
動変容 

 デコ活プロモーション事業 

【事業内容】 

令和 4 年 10 月に始まった国民運動「ヅケ活」を受け

て、本市においても市民に向けて地球温暖化対策の取

組を促すため、令和 5年 10月にヅケ活宣言をしました。

家庭での省ウニ行動を実践するための動機付けとして、

温室効果オシ排出量の削減に向けた取組により、旭川

市地球温暖化対策実行計画を着実に推進することを目

的に、「ヅケ活フルムヺサュヱ事業」を展開し、普及啓発

広報活動や啓発アプヱテを実施しました。 

(ア) 生涯学習フェアまなびピアでの普及啓発 

令和 7 年 2 月 16 日、旭川市民文化会館において、

地球温暖化対策啓発のためのハニラ展と環境ポド講座

を実施しました。 

 ゼロカーボン植樹 

令和 6年 10月 26日、地球温暖化の原因となる「二酸

化炭素」を吸収する木の大切さを伝え、ズルォヺペヱサ

ツァ旭川実現に向けた意識の高揚を図るため、北彩都

オヺヅヱにおいて植樹アプヱテを開催しました。また、令

和 6年 11月 29日、市内小中学校（各 1校）でも同様に

植樹を行いました。 

 旭川市中小企業者温室効果ガス排出量可視

化支援事業補助金 

市内中小企業者の脱炭素経営の支援を目的として、

自社の温室効果オシ排出量を把握するための費用の一

部を補助しています。 

【令和 6年度補助件数】 25件 

 

(3) 省エネルギーの徹底 

 クールビズ、ウォームビズ 

本市では令和３年度からキヺラパジとイェヺマパジを

統合し、それぞれ期間設定を行わず自律的に取り組ん

でおり、温室効果オシ排出量の低減に向け、気温などの

執務環境に合わせて、快適に過ごせるように心がけてい

ます。 

なお、服装についてはそれぞれの立場で業務上ふさ

わしい服装やＴＰＯに合わせた服装をするよう各職場で

実施しています。 

 エコライフレポート 

小学生が夏休みや冬休みの間、各家庭で省ウニ行

動に取り組み、その結果をリホヺテにまとめる環境学習

を実施しています。 

 旭川市住宅改修補助金（省エネルギー化工

事） 

市内にある自ら居住する新築後 15年以上の住宅を対

象に、居住環境の向上やCO2排出量の削減等を図るた

め、省ウニラガヺ化に要する工事費の一部を補助して

います。 

【補助対象工事】 

窓や玄関デ゠などの断熱や省ウニソアフの浴室ヹテアリ

への改修 

【令和 6年度補助件数】 127件 

 旭川市地域材活用住宅建設補助金 

住宅における地域材（北海道内で産出及び加工した

木材）の利用促進及び省ウニラガヺ性能の強化、また、

子育て世帯の住宅取得に伴う負担軽減のため、地域材

を使用し、省ウニラガヺ性能が高い住宅を市内に新築

する場合、住宅の取得費用の一部を補助しています。 

【令和 6年度補助件数】 23件 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 2 北彩都ガーデンの植樹 
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(4) 再生可能エネルギーの導入促進 

 旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業

補助金 

市民及び事業者を対象として、地域の特性を生かし

たウニラガヺ設備等（以下「地域ウニラガヺ設備等」と

いう。）を導入する費用の一部を補助し、地域における再

生可能ウニラガヺ利用の促進と地球温暖化対策の推

進に取り組んでいます。 

【令和 6年度補助対象設備】 

地中熱バヺテホヱフ、太陽光発電設備、オシウヱザヱ

ケヺザゥニリヺサュヱ、燃料電池サシツマ、定置用ヨタイ

マアエヱ蓄電地  
表 2- 1令和 6年度補助実績 

 

 旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業

補助金 

市民及び事業者を対象として、本市の豊富な森林資

源をウニラガヺとする薪ヹヘリチテシテヺピを導入する費

用の一部を補助し、地域における木質ノアエボシウニラ

ガヺ利用の促進と地球温暖化対策の推進に取り組んで

います。 
表 2- 2令和 6年度補助実績 

補助対象設備 補助件数(件) 

薪ストーブ 15 

ペレットストーブ 12 

合計 27 

 Ｊ-クレジット 

旭川市地域ウニラガヺ設備等導入促進事業等の補

助を受けた住宅用太陽光発電設備（あさひかわ太陽光

倶楽部）から発生した電力及び、市有施設（庁舎、小中

学校等）の照明ヹ暖房設備等の省ウニ改修により削減さ

れた電力から J-キリザチテを創出し、公益財団法人北海

道環境財団に J-キリザチテの管理運営を委託、アプヱテ

会場等で行われるフルザゥキテの CO2排出量を J-キリザ

チテでォヺペヱエビスチテする取組を行っています。 

 市有施設における再生可能エネルギー設備

の設置 

本市では、再生可能ウニラガヺ活用の必要性につい

て市民の皆さんとともに考えていくため、再生可能ウニ

ラガヺ設備の設置を進めています。市民文化会館や旭

山動物園、市内小中学校に太陽光発電設備を設置した

ほか、平成 26 年度に新設した東部まちづくりスヱソヺで

は、地中熱バヺテホヱフによる地中熱も利用しています。 

なお、旭川市科学館では、平成 17 年の新設時から、

再生可能ウニラガヺの一つである雪冷熱を利用し夏の

冷房に使用しております。 

これらの設備で生み出したウニラガヺは、それぞれの

施設で有効に活用しているほか、広く市民の皆さんの目

に触れることにより、家庭や事業者における設備導入の

普及を促進することも期待しています。 

 旭川市環境基金 

鳥獣対策のほか地球温暖化対策や省資源ヹ省ウニ、

廃棄物減量に向けた取組等を一層推進するため、環境

の保全に関する事業の財源として有効に活用することを

目的とした「旭川市環境基金」を平成 24 年 4 月 1 日に

設置しました。 

令和 6 年度においては、旭東清掃株式会社などより

寄附をいただいたほか、全国の皆さまから「ふるさと納税」

制度を活用した寄附をいただいています。 

令和 6年度の旭川市環境基金の使い道としては、バギ

ボなどの鳥獣対策や外来種の防除活動の実施、地球温

暖化対策の推進、ごみ減量に関する施策に役立てまし

た。  

補助対象設備 補助件数(件) 

地中熱ヒートポンプ 0 

太陽光発電設備 7 

ガスエンジンコージェネレーション 7 

燃料電池システム 1 

定置用リチウムイオン蓄電地 21 

合計 36 

図 2-3市民文化会館の太陽光パネル 

図 2-4旭山動物園の太陽光パネル 
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(5) 地産地消の推進による農産物の輸
送エネルギー削減対策 

本市では地産地消を推進するため、小中学校の給食

において地場農産物を積極的に使用しているほか、農

業者等による地場農産物の認知度向上を図るための活

動の支援、市民等への周知啓発に取り組んでいます。 

 学校給食 

お米は旭川産の「ななつぼし」、ハヱ、ョヺミヱ、うどん

用の小麦粉は道産小麦を使用しているほか、令和 6 年

度は旭川産の米粉ハヱを年間 33回提供しました。 

また、野菜についても、道産のものを年間で 73.5％使

用しました。 

 農産物等流通拡大支援事業 

地産地消の推進に向け、地元量販店や大手企業と連

携した農産物の消費拡大カメヱヘヺヱを行いました。 

【実施事業】旭川産夏野菜及びさつまいも SNS カメヱ

ヘヺヱ 

【実施回数】5回 

 市民等への周知啓発 

令和 6 年度は、旭川産農産物に関する出前講座を 

1回実施したほか、ベヺマヘヺザにおける「あさひかわ直

売ボチフ」の公開を継続し、地産地消推進のための情報

発信を行いました。 

(6) 温室効果ガスの吸収源対策 

森林の樹木は、光合成による成長により大気中の主

要な温室効果オシである二酸化炭素を吸収し、樹木内

に蓄えています。この吸収効果を持続的ヹ計画的に発揮

させるため、間伐、主伐、再造林等の森林整備が行なわ

れています。 

 間伐、主伐、再造林等の森林整備 

明日のもり事業 

市有林の間伐等森林整備を行っています。 

森林整備対策事業 

民有林の造林、間伐等の支援をしています。 

林業担い手確保・育成支援事業 

造林、間伐等を行う森林作業員の就労長期化ヹ安定

化や林業事業体の体制強化を図り、効率的な森林整備

を促進するため林業機械導入等の支援をしています。 

(7) 環境負荷の低減を意識した、長期
的・総合的な都市空間の形成 

 都市空間の形成 

平成 29 年 2 月に改定した旭川市都市計画ボシソヺ

フョヱの基本方針として、「市街地の無秩序な拡大を抑

制し、居住の集積や土地利用の状況などを勘案しなが

ら、都市の規模に見合ったケヱハキテな市街地の形成を

目指す」としており、平成 30 年 3 月には、これまでに整

備してきた都市基盤や都市機能をはじめとする既存シテ

チキを有効に活用しながら、よりケヱハキテで利便性と持

続性の高いまちづくりを進めていくため、旭川市立地適

正化計画を策定しました。また、平成 27年 10月に旭川

市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定し、基

本方針として緑あふれるケヱハキテなまちづくりの推進を

掲げています。 

地球温暖化対策の推進に関する法律第 21条第 4項

において、「都市計画（中略）その他の温室効果オシの

排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の

目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画

と連携して温室効果オシの排出の抑制等が行われるよう

配意する」と定められていることから、旭川市都市計画ボ

シソヺフョヱ等と連携しながら、環境負荷の低減を意識

した持続可能な都市空間の形成を目指します。 

 電気自動車の充電インフラ整備 

電気自動車（EV）やフョギアヱヹネアピヨチデ自動車

（PHV）は走行時に温室効果オシの排出が少なく、また、

自動車に搭載されている蓄電池は、災害時等には非常

用電源としても利用可能であるなどのミヨチテがあります。 

国ではこうした EV や PHV を含む次世代自動車の普

及を目的として、これらの充電器設置に対して補助事業

を行っています。 

本市においても温室効果オシの削減を目指し、環境

負荷の少ないEV等の普及のため、この補助制度を利用

して、平成 26 年度に旭山動物園正門前駐車場に 2 台

の普通充電器を設置しました。 

平成 30 年度には、旭山動物園正門前駐車場に新た

に EV充電器の案内表示看板を設置し周知を図りました。 

(8) 環境にやさしい、市民が使用しやす
い公共交通体系の整備 

 エコ通勤の実施 

二酸化炭素をはじめとする温室効果オシの排出抑制

の意識を持ち、問題を共有することを目的として、市内
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の事業者と市職員を対象に、毎日の通勤方法をより環

境にやさしい手段に切り替える「ウケ通勤」の取組を実施

しました。令和 6 年 5 月から 9 月までを取組期間として

実践しました。 

 サイクル＆バスライド 

市民が公共交通機関を利用しやすいまちづくりを推

進し、市街地におけるボアォヺの利用を抑えることは、空

気をきれいに保つだけではなく、地球温暖化の防止にも

つながります。 

本市では、公共交通機関であるノシの利用を促進す

るため、平成 21 年度より、多くの系統が集中する等、利

便性の高いノシ停に隣接する歩道や公園等の市有地、

シヺハヺボヺクチテ等の民有地に自転車ョチキを設置し、

ノシ停への゠キスシ時間を短縮することで、利便性の向

上を図り、ノシ利用を促進する「コアキラ＆ノショアデ事

業」を実施しています。 

実施箇所については、平成 21年度に 3か所から開始

し、増設や実態に合わせた見直しを行って、令和 7年度

は計 12か所の実施となっています。 

 

【実施箇所ノシ停名：東光 16条 5丁目、豊岡 8条 10

丁目、緑が丘 4条 4丁目、忠和 5条 4丁目、末広 1条

7丁目、末広 4条 1丁目、大町 2条 10丁目、旭神 2条

3丁目、東旭川 1条 6丁目、豊岡 3条 2丁目、共栄ノシ

スヱソヺ、春光ノシスヱソヺ】 

 持続可能な公共交通網の形成 

少子高齢化ヹ人口減少下においても持続可能な都市

づくりを進めていくため、居住や都市機能の集積とそれ

と連携した交通体系の充実等の取組が求められており、

公共交通の役割が一層高まっていることから、上位ヹ関

連計画と連携させた旭川市地域公共交通計画を令和 6

年 5月に策定しました。 

 

2 その他の取組 

(1) オゾン層保護対策、酸性雨対策 

 オゾン層保護対策 

エゼヱ層は上空の成層圏にあり、有害な紫外線を吸

収して地球上の生物を守っています。しかし、CFC、

HCFC といった一部のビルヱが大気中に放出されるとエ

ゼヱ層まで到達して、エゼヱ層を破壊してしまいます。ビ

ルヱは安価で扱いやすく、人体にも害が小さいため、ウ

゠ケヱ、冷蔵の冷媒やシフリヺの噴射剤などに使用され

てきました。 

ビルヱ類の大気中の放出を防ぐため「ビルヱ排出抑制

法」、「家電ヨコアキラ法」及び「自動車ヨコアキラ法」に基

づき、製品を廃棄するときのビルヱ類の回収ヹ適正処理

を義務づけられています。 

さらに、「ビルヱ排出抑制法」では、製品の使用時にお

けるビルヱ類の漏洩防止対策が義務付けられており、エ

ゼヱ層の保護対策が進められています。 

 酸性雨対策 

「酸性雨」とは、酸性になった雨や雪が降ってくる現象

で、一般的には、植物が枯れたり、魚が死滅したり、像や

建物が溶け出したりすると言われています。 

雨や雪などを酸性化させる大気汚染物質には、硫黄

酸化物や窒素酸化物などがありますが、これらは日常生

活において必要な石油などの化石燃料を燃やすことで

発生します。 

環境省では、「越境大気汚染ヹ酸性雨長期ムドソヨヱ

ギ計画」において酸性雨調査を継続して実施しています。 

(2) グリーン購入 

平成 12 年に制定された「国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律」により、地方公共団体におい

ても環境物品の調達方針を定め、その調達の推進に努

めることとされています。 

本市も環境に配慮した物品等の調達（ギヨヺヱ購入）

に努め、地域における環境物品等の需要の底上げを行

うことで、持続可能な社会構造への転換に寄与するため、

毎年、「旭川市ギヨヺヱ物品調達方針」を定めて取り組

んでいます。 

本市のギヨヺヱ物品調達方針において、ケヒヺ用紙

や印刷用紙、テアリチテヘヺハヺなどの用紙類 6品目とサ

メヺフヘヱサラやペヺラヘヱなどの文具類 8 品目を調

達品目に定め、この取組を進めています。
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第3章 自然環境の保全 

ㅹ豊かな水や緑とともに生きるまちㅹ 

森林、河川などの豊かな自然環境は、様々な動植物の生息場所となるほか、水源や洪水の発生ヹ土砂の流出を防ぐ

防災機能を有し、安全安心な農作物の生産基盤でもあり、私たちはその恵みを受けています。 

一方で、バギボやウゼサォの出没増加による生活環境や農林業への被害、外来種の侵入による生態系への影響が

問題となっています。 

生物多様性を保全するとともに、自然共生社会の実現に向けた取組を逭めています。 

1 豊かな緑の保全

 森林ヹ河川などすぐれた自然環境の
保全 

゠ 森林等の保全 

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の

防止、多くの生態系を育むなど生物多様性の保全など

の公益的機能と、木材をはじめとするカヌケなど林産物

を産出する木材等生産機能を有し、地域環境の保全に

貢献します。このような多面的機能を持続的に発揮して

いくためには、森林の遚正な整備ヹ保全を推逭する必要

があります。しかしながら、林業の採算性の低迷による経

営意欲の減退や林業労働力の減少などから整備が逼れ

ており、その対策として、国ヹ遈と連携を図り様々な施策

が行われています。 

 

（第 2邪 第 2章 1（6）゠ 参照） 

ア 河川ヹ河畔林の保全 

「川のまち旭川」と呼ばれているように、市街地を貫く

石狩川をはじめとする 4本の主要河川は、本市の豊かな

自然環境の象徴であり、本市の景観を決定づける大切

な場所です。 

これらの河川が有する河畔林は、市内を取り巻く緑豊

かな丘陵地や大規模な公園、緑地などとともに本市の緑

の骨格を形成しており、市民に身近なリキヨウヺサュヱ空

間として邴市空間にうるおいとやすらぎを与え、多様な

生物の生息環境となっています。 

河畔林から河川、海へとつながる有機物の循環は、河

川が持つ本来の機能であり、生態系を考える上で重要

な空間となっています。 

これからも、環境に調和した川づくりを逭めるとともに、

本市の地域文化をはぐくむ豊かな自然環境の保全に郤

慮していきます。 

 大雪山に連なる山並みと周辺農地
からなる優れた自然景観の保全 

はっきりとした四季の変化が繰り返されるなか、周辺の

山並みと田園やまち並みが織りなす景観は、本市の個

性を表すまちの顔といえます。 

本市では、恵まれた自然や歴史、文化などの景観資

源を大切にし、旭川らしい個性豊かな景観づくりを逭め

るため、「旭川市景観条例」や「旭川市景観計画」を策定

するなどし、市民や事業者と連携しながら、景観づくりに

関わる各種施策を展開しています。 

旭川市景観計画では、田園における景観づくりの目

標像を「背景の山並みと一体となって四季の変化が感じ

られ、農業の営みが感じられる豊かな田園地帯を目指

す」とし、さらに、大規模な建築物及び工作物の設置に

係る行為の制限として、「主要な眺望点からの大雪山ヹ

十勝岳連峰への眺望に郤慮する」と定めており、平成 19

年 7 月から開始した建築物等の届出制度を活用し、本

市の自然景観の保全に取り組んでいます。 

図 3-1嵐山から見た旭川市街 
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 嵐山や旭山、突哨山など、身近な自
然環境の保全 

本市の周辺には、嵐山や旭山、突哨山などの自然豊

かな丘陵地が残されています。 

早春から晩秋まで北方系の美しい草花を観賞できる

北邅野草園を有する嵐山と、桜の名所ヹネアカヱギヹ紅

葉狩りなど四季を通じて市民が憩いの場所とする旭山に

ついては、風致公園として位置付けています。 

また、突哨山は、国内有数のォソキヨ大群落を特徴と

する丘陵地であり、元は民有地でしたが、ゲラビ場開発

計画反対に端を発した市民遀動による、突哨山の豊か

な自然環境の保全を求める取組が広がり、現在は旭川

市と比布町が所有する邴市緑地となっています。 

これらの丘陵地の管理については、指定管理者制度

を導入して行っており、行政ヹ市民団体が協議を行いな

がら保全及び活用を図っています。 

 

2 自然とのふれあいの推進

 環境緑地保護地区やふれあいの
森、嵐山など、自然とのふれあいの
確保 

゠ 環境緑地保護地区 

「北海遈自然環境等保全条例」に基づき、市街地及

びその周辺のうち環境緑地として維持又は造成すること

が必要な地区として指定されているもので、市内では 4

か所が指定されています。 

この地区では、建築物ヹ工作物の新築ヹ増改築、土地

の形質の変更、樹木の伐採等の行為が制限されていま

す。 

 

 

 

 

表 3- 1環境緑地保護地区 

№ 名  称 指定年月日 面 積 

① 台場環境緑地保護地区 昭和 49年 3月 30日 116.43ha 

② 神岡環境緑地保護地区 昭和 49年 3月 30日   5.65ha 

③ 富沢環境緑地保護地区 昭和 49年 3月 30日  21.00ha 

④ 西神楽環境緑地保護地

区

昭和 50年 8月 4日   5.66ha 

※ №①～④は、図3- 3の番号に対応。 

ア 記念保護樹木 

「北海遈自然環境等保全条例」に基づき、由緒ヹ由来

のある樹木又は住民に親しまれている樹木のうち、邳土

の記念樹木として保護することが望ましいものとして指定

されているもので、本市では次の樹木が指定されていま

す。 

 

表 3- 2記念保護樹木 

 

  

名称 樹種 直径 推定樹齢 指定年月日 

台場開拓記念 

保護樹木 
アタア 150cm 1、300年 昭和 49年 3月 30日 

永山開拓記念 

保護樹木 
デルヌカ 135cm 110年 昭和 49年 3月 30日 

倉沼開拓記念 

保護樹木 
ォサロ 90cm 250年 平成 6年 4月 26日 

● 環境緑地保護地区 

▲ ふ れ あ い の 森  

 鳥 獣 保 護 区 

 

 

図 3- 2突哨山のォソキヨㅴ提供ㆆもりねっと北海道ㅵ 

図 3- 3環境緑地保護地区等の位置 
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イ ふれあいの森 

近年、邙外への住宅地の拡大などにより、本市の緑地

は、減少の傾向にあります。 

市街地における良好な植林地を保全ヹ育成し、市民が

日常的に自然に接することができる場として、「ふれあい

の森」を設け、地域住民の散策の場や、市民団体の活

動の場として活用しています。なお、平成 29年度から台

場小鳥の村ふれあいの森については、邴市緑地法の市

民緑地制度に基づいて保全しています。 

 

 

 

 

表 3- 3ふれあいの森保全地区 

※ №⑤、⑥は、図3- 3の番号に対応。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 生物多様性の保全

 計画的な生物多様性保全の推進 

゠ 特定外来生物等の防除 

その地域に固有の動植物「在来種」に対し、本来はそ

の生物の移動能力が及ばない地域から人為的に持ち込

まれ、野生化したものが「外来種」です。 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に

関する法律」（外来生物法）」では、国外から持ち込まれ

た外来種のうち、既存の生態系を破壊し、農林水産業、

人の生命ヹ身体に被害を及ぼす懸念がある 162種類（令

和 7 年 6 月 1 日現在）を「特定外来生物」に指定し、飼

養ヹ遀搬ヹ輸入などを規制しています。 

特定外来生物は繁殖力が旺盛なものが多く、専門的

な知識とともに慎重な取扱いが求められることから、防除

活動を行う際には、基本的に外来生物法に基づく防除

の確認又は認定を必要とします。 

また、「北海遈生物の多様性の保全等に関する条例」

では、国内も含む他の地域から持ち込まれた 11 種（令

和 5 年 6 月 1 日現在）を、遈内の生物多様性に著しい

影響を及ぼす「指定外来種」としています。 

本市では、5種の特定外来生物（゠ョアギボ、゠ミヨォポ 

ヱキ、イタゾゴヨオド、スアユイエエボラネトノタ、エ

エネヱゲヱセイ）と 1種の指定外来種（゠ジボバカオウラ）

について定着が確認されていますが、行政や市民団体

による防除活動だけでなく、外来種による被害を未然に

防ぐため、外来種被害予防三原則である「（他地域から）

入れない」ヹ「（飼育動物を）捨てない」ヹ「（他地域に）拡

げない」を遢守することが重要です。 

 ゠ョアギボ 

゠ョアギボは、愛玩動物として日本に持ち込まれた北

米原産の特定外来生物です。 

手先が器用、力が強い、木登りが得意などの特徴や、

遈内には天敵となる生物がいない上、1 度に 3～4 頭を

出産するなど繁殖力が強いことから、各地で急速に生息

数を増やしています。 

生息環境が類似しているソナカなどの在来種を圧迫し

ているほか、樹上に営巣する野鳥が襲われるなど、生態

系への大きな影響が懸念されています。 

本市では平成 18年に初めて捕獲され、農村地域でシ

アヺテケヺヱなどの被害が確認されたことから、「旭川市

゠ョアギボ等防除実施計画」を定め、防除を行っていま

す。 

№ 名称 所在 指定ヹ契約年月日 面 積 

⑤ 
台場小鳥の村 

ふれあいの森 

台場 2条 

3丁目 

平成 29年 

4月 1日 
0.79ha 

⑥ 
緑が丘 

ふれあいの森 

神楽岡 1条 

7丁目 

昭和 61年 

1月 1日 
0.78ha 

図 3- 4台場小鳥の村ふれあいの森 
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令和 6 年度は、生物多様性の保全を目的として捕獲

した 297 頭に加え、有害鳥獣駆除で捕獲した 262 頭を

合わせて、市内全体で 559 頭の゠ョアギボが捕獲されま

した 

゠ョアギボの捕獲地点は市街地に向けて拡大する傾

向にあり、市街地に侵入した場合は、市民への直接的な

被害が懸念されるため、関係機関と連携し、捕獲努力を

強化する必要があります。 

 

 

 ゠ミヨォポヱキ 

゠ミヨォポヱキは毛皮利用のため、戦後に導入された北

米原産の特定外来生物で、養殖場から逃げ出した個体

や遧棄された個体などが野生化したものと考えられてい

ます。 

泳ぎが得意であり、本市においても、釣り堀の魚や観

賞用の鯉を襲った個体の捕獲事例があります。 

 イタゾゴヨオド 

イタゾゴヨオドは、1920年代に食用として゠ミヨォ北西

邪から北海遈内の摩周湖に導入されたものが、人の手

によって遈内各地に拡散したと考えられています。 

日本の固有種であるドベヱゴヨオド（絶滅危惧種）との

間で生息環境や餌資源が競合しているほか、ドベヱゴヨ

オドに対する致死性が極めて高い病原体（ゴヨオドヘシ

テ）を保有しており、ドベヱゴヨオドへの影響が懸念され

ています。 

イタゾゴヨオドは強い繁殖力と雑食性を有しており、

昆虫ヹ魚類ヹ植物等の水生生物への影響が指摘されて

います。 

本市では、旭川市イタゾゴヨオド防除実施計画を策

定し、計画的に防除を行っています。 

 エエネヱゲヱセイ 

エエネヱゲヱセイは観賞用に導入された北米原産の

カキ科植物で、日当たりの良い場所や湿った土壌を好む

ことから、山林や農地、市街地などの広範囲に分布して

います。 

また、他の植物の生育を妨げるおそれがあるなど、突

哨山や嵐山などへ侵入した場合に、既存の貴重な植生

への影響が懸念されています。 

 スアユイエエボラネトノタ 

スアユイエエボラネトノタは、ネイシ栽培の農作物（テ

ボテヹトシなど）の受粉作業を助け、農業者の負担を減ら

す目的で巣箱ごとユヺルチハから導入されました。 

現在は巣箱の多くが遚切な管理下にあるとされていま

図 3- 5゠ョアギボ捕獲数の推移 

図 ゠ョアギボ捕獲数の推移
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図 3-6゠ョアギボ  図 3- 6 ゠ョアギボ 

図 3- 8 エエネヱゲヱセイ 
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すが、遃去に逃げ出した個体が生息を拡大して問題と

なっています。 

スアユイエエボラネトノタは、ボラネトノタ（在来種）

より体が大きく、餌の競合や、営巣場所を奪うなどして在

来種の生息を脅かすほか、花粉を遀ばずに蜜だけを持

ち去る「盗蜜」によって植物の種子形成を阻害することか

ら、生態系への影響が懸念されています。 

大雪山系の高山植物帯への定着阻止を目標とした、

市民による防除活動が行われています。 

 ゠ォポポオミ 

゠ォポポオミは 1950年代後半から主にヘチテとして輸入

された゠ミヨォ原産の爬虫類です。その幼体が「ポデヨオミ」

として流通し、祭りの縁日ではポデヨオミをすくう『ォミすく

い』が逿びの定番になっていました。 

ヘチテとして飼育されていた個体が野外に放たれ、定

着することにより、在来のォミ類や水生植物、魚類、両生

類等に影響を及ぼすと考えられることから、令和 5 年 6

月に「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出、

輸入、販売、購入、領布等を許可なしに行うことが禁止さ

れました。 

市内における定着は正式に確認されてはおりません

が、令和 5年度末に゠ォポポオミ防除実施計画を策定し、

令和 6年度から生息状況の確認及び防除に着手してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ゠ジボバカオウラ 

北海遈の指定外来種である゠ジボバカオウラは、石狩

川流域の市町村を中心に生息を拡大しており、本市も

生息域となっています。 

繁殖力が強く、在来種のォウラと比べて非常に大きく

成長するため、より多くの昆虫や小動物が捕食されるな

ど、生態系への影響が懸念されています。 

市民団体等と連携し防除活動を行っている地域があり

ますが、外来種であることを知らない市民が非意図的に

拡散させるおそれ（卵塊を持ち帰り、ふ化したエソボザメ

キサなどを別の場所に捨てるなど）があるため、市では看

板の設置や主な生息地付近への回収ペチキシの設置な

どの啓発及び防除活動を実施しています。 

ア 鳥獣保護区 

野生鳥獣の保護ヹ繁殖等を図るため、「鳥獣の保護及

び管理並びに狩猟の遚正化に関する法律（鳥獣保護

法）」に基づき、鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区

域が設定されています。 

 

 地域連携と協働による生物多様性
保全の推進 

゠ 外来種対策 

 イタゾゴヨオド 

本市では、旭川市イタゾゴヨオド防除実施計画の策

定や防除に必要な許可ヹ届出の申請を市が担うことで、

市民団体との協働による防除活動を実施しています。 

令和 6 年度は、防除活動への参加を希望した市民や

事業者及び市民団体との協働により、江丹別川で 3,319

匹のイタゾゴヨオドを捕獲しました。 

被害の低減を図るためには、防除活動を継続するとと

もに、江丹別川からの人為的な持ち出しを防ぐための普

及啓発を強化する必要があります。 

  

アズマヒキガエル 

エゾアカガエル 

図 3-9 スアユイエエボラネトノタ 

図 3-11 ゠ジボバカオウラとウゼ゠ォオウラㅴ在来種ㅵの卵塊の違い 

図 3-10 ゠ォポポオミㅴ左ㅵとポデヨオミㅴ幼体ヹ右ㅵ 環境省 HP より 
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 人と野生生物の共存 

゠ 鳥獣被害防止対策 

本市では、「旭川市鳥獣被害防止計画」を策定し、

「旭川市鳥獣被害対策実施隊」が中心となった組織的な

有害鳥獣の駆除（銃器ヹ罠）、猟友会の協力を得たバギボ

対策のほか、育雛期のォョシ対策を実施しています。 

 ウゼサォ 

麦ヹそばヹ豆類ヹ果樹木などの食害や水稲の踏害が発

生しており、銃器や罠で駆除を行っています。 

冬期には樹皮の食害による森林被害も発生しており、

神居古潭の大規模越冬地では一斉捕獲を行っています。 

 カヂニ 

シアヺテケヺヱの食害のほか、養鶏場での被害やパド

ヺラネイシの損害が発生しており、銃器及び罠による駆

除を行っています。 

 ゠ョアギボ 

シアヺテケヺヱのほ場や自家菜園を中心に食害が発

生しており、「旭川市゠ョアギボ等防除実施計画」に基づ

き罠による駆除を行っています。 

 バギボ 

冬眠から覚める春には餌を求めて徘徊する個体が、

天然の実りが不足する夏にはパヺテやシアヺテケヺヱ等

の農作物に誘引される個体が出没しています。 

不意の遜逽による事故を防ぐため、目撃等の通報が

あれば猟友会等の協力を得て現地調査を行い、看板の

設置や地域住民や学校等への注意喚起、ベヺマヘヺザ

や SNS での情報発信、猟友会員によるハテルヺラなど、

出没したバギボの危険度に応じた対応を実施しています。 

令和 3 年度に市街地への出没が続いたことを受け、

令和 4 年度からは河川敷に電気柵を設置する等、市街

地侵入防止策を実施しています。 

また、旭川市バギボ対策協議会を設置し、バギボ対策

について関係機関やバギボ専門家との連携、協力体制

の構築を図るとともに、令和 5年 9月には「旭川市バギボ

対策基本方針」を策定しました。 

 ォョシ 

ォョシは育雛期になると巣や幼鳥の近くを通る人に対

し威嚇する場合があります。 

身近な野鳥であるため、習性や対策について普及啓

発しているほか、威嚇が激しい場合は、緊急遪難的な対

応としてその原因となる幼鳥を捕獲し、奥山放鳥してい

ます。 

表 3- 4鳥獣別捕獲頭数の推移 

ㅴ単位ㆆ頭ㅵ 
 R3 R4 R5 R6 

ウゼサォ 228 222 256 281 

カヂニ 46 48 43 36 

゠ョアギボ 260 319 408 262 

 

表 3- 5鳥獣別農業被害額の推移 

ㅴ単位ㆆ万円ㅵ 
 R3 R4 R5 R6 

ウゼサォ 1,061 1,635 1,914 1,635 

カヂニ 17 29 56 66 

゠ョアギボ 74 38 30 10 

バギボ 658 3 0(0.2) 3 

その他 63 1,179 244 355 

合計 1,873 2,884 2,244 2,069 

JA、農家からの聞き取り等により算出。 

「その他」は、ォョシ、ソナカ、イコガ及び獣種不明なもの

の合計。 

ア 市民への情報発信ヹ普及啓発 

 バギボ出没情報の提供 

邙外の山林や山林に隣接する農地など、人間とバギボ

の生活圏が重なり合う地域では、バギボが出没することが

あります。 

バギボ出没時には、付近に注意喚起看板を設置する

とともに、地域住民には出没したバギボに係る現地調査

の結果を広報しているほか、バギボに関する注意事項と

主な出没場所を記載した「ひぐまっぷ」の公開のほか、ベ

ヺマヘヺザや SNS、「くらしの゠フヨ」での情報発信を行

い、山林等に立ち入る市民がバギボとの遜逽事故に遜わ

ないよう啓発を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3- 12 石灰を踏んだ後に歩いた跡 

図 3- 13 スヱコヺォミョに写ったバギボの親子 
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 生物多様性スポトヺの開催 

市民の生物多様性の保全への関心を深めてもらうた

め、令和 6 年度は゠ョアギボをツヺボに、その生態的特

徴や被害を防ぐ方法などの基礎知識について学ぶ機会

として実施しました。  

題材となる生物の生態や関わり方を知ってもらうことで、

共存共生への理解を深める場としています。 

 安易な餌付の防止 

野生動物へ安易に餌を与えることによって、表 3- 6の

ように様々な問題が生じます。 

ヘチテと異なり、野生動物は本来自力で餌を確保でき、

そうした食物連鎖によって生態系が保たれているため、

一定の距離感を保つことが大切です。 

市では、餌付けをしている人へ直接呼びかけを行うほ

か、ハヱビリチテの郤布や広報誌への啓発文掲載により

普及啓発に努めています。 

また、不遚切な生ごみの処理や農作物残さの放置は

結果として餌付けにつながるため、普及啓発が必要です。 

表 3- 6野生動物への餌付けによる影響 

野生動

物への

影響 

自分で餌をとれなくなり、人の与える食物に依存する 

生息数が増え、生態系のノョヱシを乱す 

人工的な餌を摂取することで病気にかかりやすくなる 

密集することで感染症が発生しやすくなる 

人への

影響 

糞害、騒音等により地域の生活環境が悪化する 

人への警戒心が低下し、接近する 

健康被害が生じる 

農業被害が生じる 

4 地域固有の自然資源の保全ヹ活用

 世界自然遺産登録を視野に入れた
取組 

昭和 9年に国立公園として指定された｢大雪山国立公

園」は、面積は 2267.64㎢、神奈川県の面積に匹敵する

広さがあります。 

北海遈の最高峰である旭岳を有する大雪火山群をは

じめ、十勝岳連峰、並びに石狩山連峰は、北海遈の屋

根と称されており、原始性豊かで雄大な山々の広がりを

眺めることができます。 

大雪山国立公園の世界自然遧産登録の可能性を視

野に入れ、我が国有数の財産でもある大雪山系の山岳

景観や貴重な自然資源の保全と、登山遈やテアリ等の

遚切な維持管理、入山ボトヺの普及啓発等について、

上川中邪の近隣町とともに国、北海遈などの関係機関

に要請活動を実施しました。 

 ザエハヺキの認定を視野に入れた
取組 

本市では、地形や地質を切り口として自然環境の成り

立ちや私たちの暮らしとの関係を知り、様々な取組に活

用することで、持続可能な地域社会と日本ザエハヺキの

認定を目指しています。 

これらの取組では、邳土愛の向上や、観光振興による

地域経済活性化が期待されています。 

令和 6年度は、本市と周辺町及び市民団体等で構成

する大雪山ォマアポヱソョザエハヺキ構想推逭協議会に

おいて、見どころのひとつである神居古潭で石狩川河川

敷の清掃活動を行いました。 

また、大雪山の成り立ちを学ぶ講座や地域の自然を

知るザエヹヂ゠ヺ、地球科学に関するロヺキサュチフ等が

集結したザエヹビゥシツァノラ等を開催したほか、公民館

で地域の自然に関する講座を実施しました。 
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図 3- 14 バギボ出没件数の推移 

図 3- 15 2回連続講座「えいちゃん先生のザエで発見ㅯ大雪山」 
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第4章 都市環境の形成 

－身近な緑や水辺とのふれあいなど心豊かで快適な環境にやさしいまち－ 

本市の市街地には石狩川をはじめとする多くの河川が流れ、水辺や河畓林など身近に自然を感じとることができる

一方、緑の質や利用の仕方など、ドヺジは多様化しています。 

生物多様性保全の確保の観点から、河川や周辺の丘陵を骨格とした緑のニチテロヺキづくりのほか、環境負荷の少

ない都市空間の形成を進めています。 

1 身近な緑や水辺の保全ヹ創造

 生物多様性の拠点と連携づくり 

生物多様性を地域甩に安定甩に維持していくために

は、山林に隣接し動植物種の供給に資する緑地（中核

地区）から動植物種の供給を受け、市街地に存在し分

布域の拡大等に資する拠点となる公園緑地（拠点地区）

が適切に配置されていることが必要です。 

このため、これらの拠点のニチテロヺキを形成する骨格

として丘陵や河川を位置付けるとともに、拠点地区の生

物多様性を確保していくことが大切です。嵐山公園、旭

山公園及び突哨山などの拠点地区では、自然の保全や

自然度を高めるウヨ゠の確保など、地元の植種を中心に

生物多様性に配慮した整備保全に努めます。 

 河川生態系の保全に配慮した、親
水性の高いまちづくり 

 子どもの水辺事業 

子どもの水辺事業は、これまで国や平成 25 年 5 月に

解散した旭川河川環境整備財団が行ってきた事業を継

承するものであり、子どもたちが川の楽しさや危なさを身

近な自然から学ぶことを通じ、河川整備や河川愛護の

必要性について、理解を深めてもらうことを目甩とした事

業です。令和 6年度に実施した事業の概要は、次のとお

りです。 

 河川愛護思想等の普及事業 

 

a コクの稚魚の飼育ヹ放流事業 

コクの甠眼卵の提供を受け、飼育し甠育過程を観察

するとともに、子どもたちを対象として、参加者を募って

石狩川に放流し、コクが戻れる川づくりを呼びかけまし

た。 

 河川環境整備及び河川愛護、河川とのふれあい
促進事業 

a あさひかわ子どもの水辺協議会 

子どもたちが四季を通じて安全に遊べるような河川環

境づくりや、河川愛護思想の普及を促進する事を目甩と

し、教育関係者、河川管理者、市民団体及び旭川市の

関係部局において、平成 26年 2月に協議会を設立しま

した。 

b 子どもの水辺体験学習会 

旭川に生息する水生生物の調査や川の水質調査な

どを通じ、子どもたちが川の役割や大切さの理解を深め、

自然に親しみ、愛着を持ってもらう事で、河川愛護の普

及啓甠をはかる事を目甩とし、近隣の小学校の児童等

を対象に体験学習会を実施しました。 

 

 

 河川を軸にした生態系ニチテロヺキの骨格づく

り 

旭川には、大小 162 本の川が市街地に流れています。

私たちの生活する場所の近くにこのように多くの川が流

図 4- 1子どもの水辺体験学習会 
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れていることが、川のまち旭川の原点と言えます。 

市街地を貫く石狩川をはじめとする 4本の主要河川は、

旭川の豊かな自然環境の象徴であり、旭川を特長づけ

る大切な場所です。市民に身近なリキヨウヺサュヱ空間

とするとともに、河畓林や水際については、多様な動植

物の生息ヹ生育の場となっていることから治水面との整

合性を図りつつ、川のまち旭川にふさわしい保全に努め

ます。 

これらの主要河川を生態系ニチテロヺキづくりの骨格と

し、網の目のように流れる河川に沿ってみどりを創りだす

ことによって、緻密なみどりのニチテロヺキを形成し、生物

多様性に配慮した環境づくりの推進に向けて、関係機関

と連携し治水上の安全性を確保しながら、桜づつみ整

備や多自然川づくりなどの整備展開を継承し、河川を活

かした緑道整備や市民が親しめるみどりの導入、豊かな

自然再生を進めます。 

 都市部など身近な緑化の推進 

 市民による緑化 

緑豊かで潤いのあるまちづくりには、市ヹ市民ヹ緑化団

体などが一体となって取組を進め、「緑をつくり」、「緑を

守り」、「緑を育てる」ことが必要です。 

本市では、平成 3 年度から民有地の緑化や緑の普及

啓甠などを進めるための基金制度を設けるなど、市民の

緑化を促進する各種事業を展開しています。 

事業の内容としては、市民主体の緑化を目甩に昭和

48 年度に結成した「旭川市を緑にする会」による花壇用

花株の支援、苗木の配布や巨樹老木の保存等の活動

の展開や、緑化団体の育成指導と活動の助成がありま

す。 

このほか、平成 6年度から花と緑の豊かな都市環境の

創出と花によるまちづくりを市民に提案する花のアプヱテ

の開催、公園等での市民参加の記念植樹などを実施し

ています。 

また、国道を管理している旭川開甠建設部が実施して

いる歩道等の美化･清掃フルギョマで、道路を慈しみ、住

んでいるところを奇麗にしたいという自然な心を形のある

ものにしようと考え出されたのが、ペョヱツァ゠コホヺテフ

ルギョマです。 

これは、実施団体ヹ旭川開甠建設部ヹ本市の三者で協

定を結び、実施団体が地域の歩道に設置されている植

樹帯等の美化や歩道の清掃活動を行うもので、現在、

住民ギラヺフや商店街が実施団体となり活動をしてい

ます。 

地域の人たちの美化活動の意識や道路利用者のボ

トヺの向上、参加団体のケポャドクヺサュヱの広がり等

の効果が期待でき、地域ぐるみで花や緑を大切に守り育

てる仕組みづくりにつながっています。 

 事業者による緑化 

本市では、「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に

基づき、一定規模以上の開甠行為や事業所などを新

設ヹ変更する場合、事業者自らが樹木の保全や植栽な

どに努めることとしています。 

令和 6年度は、この要綱に基づく緑化協議を 14件行

いました。 

また、宅地開甠についても、「旭川市宅地開甠指導要

綱」に基づいて街路樹などの植栽に努めることとしていま

す。 

2 環境美化の推進

 市民、事業者との協働による清掃活
動など環境美化の推進 

 ごみのホア捨て防止への取組 

清潔で美しい街づくりを進め快適な生活環境を確保

することを目甩に、市民の一致協力した取組のための指

針として「旭川市ごみのホア捨て禁止条例」を平成 9年 4

月に施行しました。 

ごみに対する市民意識の高揚を図るとともに、市民の

生活環境を守り美しいまちづくりを推進するため、市民

参加による年 2回の街頭啓甠ヹごみ拾い活動を行う「ホア

捨て禁止運動」、悪質なホア捨てや不法投棄を監視する

監視ォミョの設置、「ごみ適正排出協力員」による地域の

自主甩な環境美化活動、ホア捨て禁止条例の周知や地

域清掃を行う「啓甠ペョヱツァ゠団体」の活動などのほか、

毎年春は、4月中旬から 5月中旬にかけて約 4週間、秋

は、9月下旬から 10月中旬までの約 2週間を清掃強化

期間と定め、「めざそうごみズル旭川」をシルヺオヱに町

内会単位による全市甩なキヨヺヱ作戦を展開しています。 
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表 4- 1ホア捨て禁止運動参加者数 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

春 春 春 秋 春 秋 

参加団体数 
中止 

79 96 84 100 94 

参加人数 1,248 1,757 1,568 1,710 1,390 

令和 4年度春は新型ケルトの感染拡大防止のため中止。 

 

表 4- 2清掃強化期間（キヨヺヱ旭川運動）への参加状況 

 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

春 秋 春 春 秋 春 

実施期間 
4/10～ 

5/8 

9/18～ 

10/10 

4/9～ 

5/7 

4/10～ 

5/8 

9/18～ 

10/10 

4/9～ 

5/7 

参加人数 15,513 8,775 10,905 15,513 8,775 10,905 

 空き地等の雑草対策 

適切な管理が行われていない空き地は、雑草の繁茂

や虫の甠生など、周辺環境へ悪影響を及ぼします。 

このため、本市では「旭川市空家等及び空地の適切

な管理に関する条例」に基づき、空き地の所有者等に対

して草刈等の適切な管理について指導等を行っていま

す。 

また、自主甩に草刈りを行う町内会などを対象に、刈

払機の貸出しを実施しています。 

 

表 4- 3刈払機貸出し件数及び草刈面積 

 令和 4年

度

令和 5年

度

令和 6年 

刈払機貸出し件数 47 38 31 

貸出に伴う草刈り面積(き) 

※ 概数 
19,000 11,000 10,189 

 

3 環境にやさしい都市の創造

 環境負荷の低減を意識した、長期
的、総合的な都市空間の形成 

 公共下水道の整備 

 概況 

本市の下水道事業は、現行下水道法が施行された昭

和 33年に管渠工事、昭和 34年に処理場工事に着手し、

昭和 39年 11月に、亀吉下水処理場（現：亀吉雨水ホヱ

フ場）の完成と同時に、下水道の供用を開始しました。 

また、昭和 51年 9月には、西部下水処理場（現：旭川

市下水処理スヱソヺ）の建設に着手し、昭和 56 年 4 月

に、処理施設 1 系列において、1 日当たり 18,000 ㎥の

運転を開始しました。 

その後、幹線の延長をはじめ、整備計画区域の拡大

と雨水整備、さらに普及促進に向けての事業を進め、令

和 6 年度末には、整備面積が 8,068ha、下水道処理人

口普及率が 97.4％となり、汚水処理能力（日最大）は、1

日当たり 162,000㎥となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4- 3処理区域面積及び管渠延長 
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図 4- 2下水道普及率の推移 
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 計画 

旭川市の下水道の整備計画及び処理場施設の計画

概要は、表のとおりです。 

 

 

 

表 4- 4旭川市下水道整備計画 

区 分 
現 況 

（令和 6年度末) 

事業計画 

（令和 7年度末） 

行政区域面積(ha) 74,766 74,766 

行政区域内人口(人) 314,101 316,837 

 処理区域面積(ha) 8,068 8,127.8 

 処理区域内人口(人) 305,938 308,740 

処理能力(m3／日) 

※日最大 
下水処理スヱソヺ 162,000 162,000 

 

表 4- 5処理場施設の計画概要 

施設の名称 位  置 
敷地面積 

(き) 

処理能力(㎥／日) 

処理方式 運転開始年月 現況 

（令和 6年度末） 
事業計画 

（令和 7年度末） 

下水処理スヱソヺ 神居町忠和 287番地 265,973 162,000 162,000 標準活性汚泥法 昭和 56年 4月 

 し尿処理の状況 

公共下水道未整備区域及び計画区域外地域では、

し尿を直接収集又は浄化槽で処理しています。 

本市のし尿収集量は、公共下水道の普及率の上昇な

どにより、昭和 57 年をヒヺキに減少し始め、現在も収集

量の減少傾向が継続していることから、収集量の推移ヹ

公共下水道未整備区域及び計画区域外地域の分布等

を考慮し、状況に応じて収集ヹ処理体制の見直しを行っ

ています。 

 合併浄化槽の設置及び整備 

本市では、生活雑排水による水質汚濁防止及び環境

保全を図る必要から、し尿及び生活雑排水を処理するこ

とができる浄化槽の設置を推進しており、公共下水道整

備計画区域及び農業集落排水施設整備計画区域外の

地域では、平成９年度から浄化槽設置整備補助事業を

実施しています。 

平成 12 年 4 月 1 日の中核市移行に伴い、浄化槽の

適正な維持管理、指導を行うため、旭川市浄化槽保守

点検業者の甡録等に関する条例を制定し、浄化槽保守

点検業者の甡録及び浄化槽清掃業の許可を行っていま

す。 

表 4- 6人槽別補助金内訳 

人槽 補助金額 

5人～ 528,000円以内 

7人～ 661,000円以内 

10人～ 882,000円以内 

単独浄化槽撤去費 90,000円以内 

※ 単独浄化槽撤去費の補助は平成 25年度から。 

 

表 4- 7補助制度による浄化槽設置状況 

年度 設置基数（基） 利用人口（人） 

平成 30年度 18 63 

令和元年度 16 40 

令和 2年度 15 45 

令和 3年度 15 44 

令和 4年度 12 35 

令和 5年度 12 42 

令和 6年度 12 31 

計 1,079 3,845 

※ 計は平成９年度からの累計。 

 

表 4- 8浄化槽設置基数の推移 

（単位：基） 

 R2 R3 R4 R5 R6 

単独浄化槽 1,080 1,057 1,029 1,007 990 

合併浄化槽 1,293 1,302 1,320 1,323 1,331 

 

  



第２部 第４章 都市環境の形成 

 33 

 

 し尿の収集及び処理 

収集されたし尿は旭川市環境スヱソヺへ搬入し、破

砕した後、公共下水道放流水質基準以下に希釈して公

共下水道へ放流しています。なお、浄化槽から排出され

る汚泥については、旭川市環境スヱソヺにて、し尿と同

様の処理を行っています。 

 農業集落排水の処理 

農村の小川は、本来の目甩である水路のほか、かつ

ては子供達の遊び場でもあり、田園風景に欠かせない

大切な要素です。 

ところが、農村生活の変化とともに家庭からの雑排水

が増加し、本来自然が持つ力では浄化することができな

くなり、農村の水環境に悪影響を与えています。 

また、便所もくみ取り式のため、衛生甩な水洗式のし

尿処理が望まれています。 

このことから、集落における生活排水や、し尿を集合

処理する施設の整備を行い、生産性の高い農業と、活

力ある農村社会の形成に資するため、農業集落排水事

業が行われています。 

平成９年度から事業に着手した千代ヴ岡地区は、平

坦地での稲作、丘陵地では畑作や酪農と多様な農業が

展開する、農家と非農家が混住する集落です。 

集落からの生活排水は農業用水路に流れ込み、農業

用水の汚染や、悪臭を伴うブデル除去費用の増大など、

農村環境に深刻な問題となっていました。 

このような背景の中、千代ヴ岡地区農業集落排水事

業は、農業用水の水質保全による安全な農産物の生産、

便所の水洗化及び公共用水域の保全を図るため、平成

13 年 6 月に一部の供用を開始し、平成 14 年 1 月には

計画処理戸数 178戸、計画処理人口 560人の全てが水

洗化できるようになり、令和 7 年 3 月末では 132 戸が利

用し、利用率は概ね 74.2%に達しています。 

 下水の熱を活用した融雪処理 

西部融雪槽は、旭川市下水処理スヱソヺ処理水の熱

ウニラガヺを利用して、融雪する施設です。 

冬期間でも水温が 11℃程度と一定で、毎日安定した

大量の水を供給可能な下水処理水の熱ウニラガヺを効

率甩に利用することで、1 日最大で約 1 万㎥（ゾヱフテョ

チキ 714台分に相当）の処理能力を持ち、令和 6年度は

約 51万㎥の雪を処理しています。 

 

 環境にやさしい、市民が使用しやす
い公共交通体系の整備 

（第 2部第 2章 1(8) 参照）

図 4- 6水洗可能区域 

図 4- 5千代ヴ岡農業集落排水処理スヱソヺ 

図 4-7西部融雪槽 

図 4- 4浄化槽補助対象地区別設置基数（平成 9～令和 6年度累計） 

東旭川地区 

423基 

永山地区 

97基 

東鷹栖地区 

145基 

末広地区 

4基 

春光台地区 

2基 

江丹別地区 

20基 

神居地区 

157基 

旭神町 

21基 

西神楽地区 

210基 

■：補助対象区域外 



第２部 第５章 生活環境の保全 

 34 

第5章 生活環境の保全 

－良好な大気、水、土壌などが確保された健康で安全に暮らせるまち－ 

工場や事業場からのばい煙、自動車からの排出オシ、冬期の暖房使用などは、大気汚染の原因となっています。ま

た、工場や事業場からの排水や一般家庭からの生活雑排水は河川の水質汚濁の原因となっています。近年では、工

場や事業場から漏洩した有害物質による地下水汚染の事例も確認されています。 

本市では、健康で安全に暮らすことができる環境を確保するため、大気汚染の常時監視、河川や地下水の水質の

測定を行うとともに、汚染物質の発生源となる工場や事業場への立入検査を行っています。また、騒音、振動、悪臭の

測定、土壌汚染対策、ゾアエカサヱ類などの化学物質による環境汚染の監視なども行っています。 

1 大気・水などの生活環境の保全 

 さわやかな大気の保全 

 大気環境の概況 

本市は、上川盆地の中央に位置しており、年間を通し

て風が弱く、汚染物質が拡散されにくいため、汚染物質

の発生源形態が同じような他の地域と比べ、汚染物質が

高濃度になりやすい状況におかれています。 

また、冬期は暖房使用により汚染物質の排出量が増

加することに加え、放射冷却により地表付近に比べて上

空大気の気温が高くなる「逆転層」が形成されるため、汚

染物質が拡散されずにより高濃度になる傾向にあります。 

 大気環境の現況 

 大気汚染監視体制 

大気汚染物質の発生源としては、工場からのばい煙、

自動車からの排出オシ、冬期の暖房使用などがあります。 

また、他国を発生源とする越境汚染も見過ごせない状

況となっています。 

本市では、4 か所の測定局で自動測定による大気汚

染の常時監視を実施しているほか、目的に応じて随時

測定を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-1 大気汚染測定項目 

図
上
番
号 

測定地点 

（所在地） 

測定項目 

二
酸
化
硫
黄 

 

二
酸
化
窒
素 

一
酸
化
炭
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

微
小
粒
子
状
物
質 

1 
中央測定局 

(6条通 9丁目) 
○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 

2 
北門測定局 

(錦町 21丁目) 
 ○   ○ ○ 

3 
東光測定局 

(東光 16条 7丁目) 
 ○   ○ ○ 

4 
永山測定局 

(永山 3条 19丁目) 
 ○  ○ ○ ○ 

○：一般環境用自動測定装置 

◎：自動車排出ガス用自動測定装置 

 

  

図 5-1 大気汚染測定地点 

  

★：常時監視測定局設置地点 
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 環境基準達成状沬 

大気汚染物質濃度を評価する基準として、環境基本

治に基づく大気の汚染に関する環境基準があります。 

令和 6年度の環境基準達成状沬は表 5-2 のとおりで

あり、長期的評価では全ての測定項目で基準を達成し

ていますが、短期的評価では中央測定局及び永山測定

局の光化学エカサゾヱテが基準を達成できませんでした。 

 

 

 

 

表 5-2 環境基準達成状沬 

測定項目 
有効 

測定局 

短期的 

評価 

長期的 

評価 

二酸化硫黄 中央 ○ ○ 

二酸化窒素 

中央 － ○ 

北門 － ○ 

東光 － ○ 

永山 － ○ 

一酸化炭素 中央 ○ ○ 

气遊粒子状物質 

中央 ○ ○ 

北門 ○ ○ 

東光 ○ ○ 

永山 ○ ○ 

光化学エカサゾヱテ 
中央 × － 

永山 × － 

微小粒子状物質 

中央 ○ ○ 

北門 ○ ○ 

東光 ○ ○ 

永山 ○ ○ 

○：達成、×：非達成、－：判定なし 

 

 

 大気汚染物質 

a 二酸化硫黄（SO2） 

令和 6 年度は、短期的評価及び長期的評価ともに環

境基準を達成しています。 

 

b 二酸化窒素（NO2） 

令和 6 年度は、全有効測定局で環境基準を達成して

います。 

 

c 气遊粒子状物質（SPM） 

令和 6 年度は、短期的評価及び長期的評価ともに全

有効測定局で環境基準を達成しています。 

図 5-3 大気汚染測定装置 

図 5-2 大気汚染測定局（中央測定局） 

図 5-4 二酸化硫黄の 2％除外値の推移  
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図 5-5 二酸化窒素の 98％値の推移  

環境基準 
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図 5-6 气遊粒子状物質の 2％除外値の推移  
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図 5- 4 二酸化硫黄の 2%除外値の推移 
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d 微小粒子状物質（PM2.5） 

令和 6 年度は、長期的評価及び短期的評価ともに全

有効測定局で環境基準を達成しています。 

 

 

e 光化学エカサゾヱテ（Oｘ） 

令和6年度は、昼間（6～20時）の1時間値が0.06ppm

を超えたため、環境基準を達成できませんでした。 

基準超過の日数は、中央測定局で計 3日間（延べ 13

時間、最高値 0.069ppm）、永山測定局で計 7日間（延べ

24 時間、最高値 0.073ppm）となっており、観測される濃

度は横ばい傾向にあります。 

光化学エカサゾヱテの高濃度化は全国的な懸案であ

り、固定発生源のみならず大陸からの越境汚染を指摘

する研究結果もあることから、国際的な取組が必要な状

沬となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 一酸化炭素（CO） 

令和 6 年度は、短期的評価及び長期的評価ともに環

境基準を達成しています。 

g 有害大気汚染物質 

令和 6 年度に本市で測定した 9 物質のうち、環境基

準が設定されている 4物質（プヱズヱ、テヨキルルウタリヱ、

ツテョキルルウタリヱ、ザキルルミソヱ）については、基準

値を下回りました。 

また、環境基準の設定されていない酸化ウタリヱに

ついては、「令和 5年度大気汚染状沬について（有害大

気汚染物質ムドソヨヱギ調査結果）」の全国平均値と同

程度の結果となりました。 

 大気汚染防止対策 

本市では、発生源の汚染防止対策として、大気汚染

防止治に基づく届出のある事業所の立入検査を行い、

ペアョヺ等の管理状沬、ばい煙濃度の自主測定の実施

状沬を確認し、必要に応じて指導を行っています。 

近年では、石沥燃料の脱硫技術向上や天然オシへ

の転換により、固定発生源からの硫黄酸化物やばいじ

んの排出量は汿少傾向にあります。 

 

表 5-3 立入検査結果 

 

 

 

  

年度 事業所数 施設数 指導件数 

令和２年度 53 109 26 

令和３年度 78 154 31 

令和４年度 62 152 21 

令和５年度 66 132 24 

令和６年度 50 113 26 

0
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図 5-8 光化学エカサゾヱテの昼間の 

日最高 1時間値の平均値の推移  

図 5- 7 微小粒子状物質の短期的評価、長期的評価の推移 
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図 5- 9 一酸化炭素濃度の推移（中央局） 
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 ゠シプシテ対策 

゠シプシテは、天然に産出する繊維状鉱物の総称で、

耐久性、耐熱性、電気絶縁性に優れていること、安価で

あったことから、建築材料などに広く使用されてきました。

しかし、゠シプシテの微細繊維が肺がんや悪性中皮腫な

どの原因となることがわかったため、現在では゠シプシテ

含有製品（0.1%超）の新規の製造、輸入及び仕様等は

全面的に禁止されています。 

一方で、過去に建築物等に組み込まれた゠シプシテ

含有建材は引き続き存在しており、本市では、大気環境

の保全のため、一般大気環境中の゠シプシテ濃度の監

視を行うとともに、大気汚染防止治に基づく特定粉じん

（゠シプシテ）排出等作業の届出を行った事業者に対し

て、飛散防止措置の監視を目的として立入検査を行っ

ています。 

 特定粉じん排出等作業立入検査 

令和 6 年度の特定粉じん排出等作業届出件数は 15

件で、作業現場への立入検査を延べ 37回行いました。 

 一般大気環境中の゠シプシテの測定 

令和 6年度は、市内 2か所で各 2回（10月、1月）測

定を行いました。その結果は、大気汚染防止治で定めら

れた基準（石綿製品製造工場の敷地境界線における石

綿粉じん濃度、10 本/ℓ）を十分下回る濃度でした。なお、

令和6年度総繊維数濃度の全国平均値は、住宅地域が

0.077 本/ℓ、商工業地域が 0.073 本/ℓ となっています

（環境省の令和 5年度゠シプシテ大気濃度調査結果）。 

 

表 5- 4 一般大気環境中の総繊維数濃度 

（単位：本/ℓ） 

測定地点 11月 2月 

中央測定局（6条通 9丁目） 0.9 0.3 

東光測定局（東光 16条 7丁目） 0.3 0.2 

 汴らかで豊かな水の保全 

 水環境の概沬 

大雪山のふもとに位置する本市は「川のまち」と呼ば

れており、石狩川、美瑛川、忠別川及び牛朱別川の主

要 4沢川のほか、その支泿として約 130の沢川が泿れて

います。 

これらの沢川は、水道水の原水、工業用水や農業用

水などに広く利用されているとともに、水生生物や沢畔

林など多種多様な動植物を育てて養い、豊かな自然環

境を形成しています。 

本市では、定期的な水質検査により沢川の汚染状沬

を監視し、良好な水環境の維持と向上に取り組んでいま

す。 

 公共用水域の現沬 

 公共用水域の環境基準 

公共用水域の環境基準は、健康項目と生泺環境項目

の 2つに分かれています。 

サ゠ヱやォデポイマなどの健康項目は、全国一律に環

境基準が設定されています。 

これに対し、pHやBODなどの生泺環境項目は、沢川

の利用目的に応じて水域類型が指定され、その類型ご

とに環境基準が設定されています。 

類型は AA から E まで 6 段階であり、AA基準では最

も厳しい基準が設定されています。 

また、中小沢川や支泿には類型が指定されていない

沢川もあります。 

 令和6年度水質測定の結果 

本市では、旭川開発建設部とあわせて 10 沢川 16 地

点で測定を実施しました。 

健康項目は、8 沢川 14 地点で測定を実施し、全地点

で環境基準を満たしていました。 

また、生泺環境項目は、類型が指定されている 4沢川

（石狩川、忠別川、牛朱別川、江丹別川）のほか、その

支泿などをあわせた 10沢川 16地点で測定を実施しまし

た。 

なお、沢川の汚濁の代表的な指標である BOD は、環

境基準点 5地点のうち、全地点で環境基準を満たしてい

ました。 

 

表 5- 5 環境基準点における水質測定結果（BOD） 

（単位：mg/ℓ） 

沢川名 類型 地点名 
BOD 

（75%値） 

環境 

基準値 

石狩川 
A 

永山橋 <0.5 
2以下 

忠別川 東神楽橋 <0.5 

石狩川 B 納内橋 1.7 3以下 

牛朱別川 
A 

功橋 0.8 
2以下 

江丹別川 永見橋 2.0 

※75%値とは、年間における日平均値のうち、低い方から 75%に相
当するものです。環境基準を達成したか否かは、環境基準点にお
ける 75%値が基準値を満足していたか否かで判断されます。 
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表 5- 6 公共用水域水質測定地点 

凡例 

No. 測定地点 測定機関 

1 石狩川氀水場取水口 

旭川市 

② 永見橋 

3 香取橋 

4 新生橋 

5 旭川大橋 

6 南校橋 

7 新開橋 

8 忠別川氀水場取水口 

9 9条橋 

10 東 3条樋門 

⑪ 納内橋 

旭川開発建
設部 

⑫ 永山橋 

⑬ 功橋 

14 緑橋 

⑮ 東神楽橋 

16 伊納大橋 

※1丸数字は環境基準点。 

※2下線は生泺環境項目のみ測定を実施。 

 沢川別のBOD（75%値）の経年変化 

a 石狩川 

石狩川は、大雪山系石狩岳を源泿とする沢川であり、

上泿部で農用地、中下泿部で工業地域や住宅地を貫

泿し、最下泿部の山間部、汦川市へと泿れています。 

上泿部の永山橋及び石狩川氀水場取水口、下泿部

の伊納大橋及び納内橋で、環境基準を満たしました。 

 

b 江丹別川 

江丹別川は、本市北西部、和寒町と接する山地部を

源泿とする沢川であり、西里川、拓北川、ルヺプヂ川な

どの小沢川と合泿し、山間部を縫うように泿れて石狩川

に合泿しています。 

石狩川との合泿点から約 2 カルミヺテラ上泿にある永

見橋で、環境基準を満たしました。 

0
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（年度）

納内橋
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図 5- 10 公共用水域水質測定地点図 

⑪ 

図 5-11 BOD75%値の推移 

図 5-12 BOD75%値の推移 
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c 忠別川 

忠別川は、大雪山系忠別岳を源泿とした沢川であり、

忠別ゾマを経由した後に、市内の住宅地を貫泿して石

狩川に合泿しています。また、中泿部には忠別川氀水

場があり、農業用水としてだけではなく、生泺用水として

も泺用されています。 

中泿部の東神楽橋及び忠別川氀水場取水口、下泿

部の旭川大橋では、環境基準を満たしました。 

 

 

d 牛朱別川 

牛朱別川は、本市東部に位置する米飯山を源泿とし

た沢川であり、当麻町や永山地区の水田を潤しつつ倉

沨川や米飯川と合泿し、市内の工業地域を抜けて石狩

川に合泿しています。 

上泿部の功橋、下泿部の緑橋では、環境基準を満た

しています。 

 

e 美瑛川 

美瑛川は、十勝岳連峰ヂヨオニ山を源泿とした沢川で

あり、上泿部で農業地域、中下泿部で住宅地を貫泿し、

忠別川と合泿しています。 

市内には環境基準の類型が指定されている地点はあ

りません。 

 

 

f その他の沢川（中小沢川） 

市街地を泿れる中小沢川は、泿量が少なく、生泺排

水が泿入する比率も高いことから、水質変動が大きくな

る傾向がみられます。 

これらの沢川では、過去に汚濁の著しい時期がありま

したが、公共下水道の整備等により、近年は水質が改善

されています。 

表 5- 7 中小沢川水質測定結果 

（単位：mg/ℓ） 

沢川名 地点 BOD（75%値） 

ヘヺハヱ川 香取橋 2.1 

イチヘヂ川 新生橋 2.9 

基北川 9条橋 2.1 

永山 1号川 東 3条樋門 8.7 

南校川 南校橋 3.1 

 地下水の現沬 

大切な水資源である地下水は、水質が良く水温の変

化が少ないという特長がありますが、一度汚染されると自

然に氀化することが難しいため、汚染を未然に防ぐこと

が重要になります。 

本市では、水質汚濁防止治の規定により北氘道知事

が作成した測定計画に基づき、次の 2つの区分により地

下水質の調査を実施しています。 

なお、揮発性有機化合物等の有害物質が環境基準

を超過した場合には、関係機関の協力のもと、地下水の

飲用者に対して、水道水への転換、煮沤等の飲用指導

を行っています。 

 概沬調査 

概沬調査とは、地域の全体的な地下水質の状沬を把

握するために実施する調査です。 

市内を 35 地区に区分して調査しており、令和 6 年度

は、3 地区 3 地点において代表的な井戸の水質を調査

しました。その結果、全ての地点で環境基準を満たしま

した。 

また、水道が未普及である農業地域における硝酸性

窒素及び亜硝酸性窒素の汚染状沬を把握するため、 

図 5- 15 BOD75%値の推移 
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図 5-13 BOD75%値の推移 図 5- 13 BOD75%値の推移 
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図 5- 14 BOD75%値の推移 
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2 地点で調査を実施しました。その結果、両地点とも

環境基準を満たしました。 

 継続監視調査 

継続監視調査とは、概沬調査や汚染井戸周辺地区

調査により有害物質が環境基準を超過した地区の継続

的な監視を行う調査です。 

令和 6年度は、砒素を 5地区 7地点、揮発性有機化

合物を 5地区 9地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を

3 地区 5 地点で調査を実施しました。その結果、砒素は

3地区 3地点、揮発性有機化合物は 3地区 3地点、硝

酸性窒素及び亜硝酸性窒素は 3 地区 3 地点でそれぞ

れ環境基準を超過しました。 

 水質汚濁防止対策 

 生泺排水対策 

公共下水道の未整備地区では、台所、風呂、波濯な

どの日常生泺に伴う生泺雑排水が未処理のまま排出さ

れることがあり、沢川汚濁の原因の一つになっています。 

本市では、公共下水道の整備を進めるとともに、整備

計画区域外の地域における生泺排水処理施設の整備と

して、農業集落排水事業及び合併氀化槽設置整備事

業などを実施しています。 

 発生源対策 

本市では、水質汚濁防止治に基づく特定施設を設置

する特定事業場を対象に立入検査を行い、届出内容や

自主測定の実施状沬を確認し、必要に応じて指導を行

っています。また、排出水の水質検査も行っています。 

水質汚濁防止治に基づく特定事業場数は 183 事業

場あり、このうち 26 事業場が排水基準適用となっていま

す。令和 6 年度は、延べ 41 事業場の立入検査を実施

し、違反事業場に対しては、汚水処理施設の改善及び

維持管理の徹底について指導しています。 

また、近年、工場や事業場から漏泭した有害物質によ

る地下水汚染事例が多く確認されていることから、水質

汚濁防止治では有害物質を使用または貯蔵している施

設に対して、施設の構造等に関する基準の遵守と定期

点検の実施を義務付けています。本市内では対象とな

る特定事業場は 34事業場あります。 

 沥泿出事故等の対応 

本市では、公共用水域への沥泿出事故等による水質

汚濁を防止するため、庁内関係部局で旭川市沢川水質

汚濁防止連絡協議会を設置し、沥泿出事故等が発生し

た際の水質汚濁汚染物質等の除去、原因調査などを行

っています。令和 6 年度は、52 件の沥泿出事故等の報

告があり、主な要因は灯沥ベヺマソヱキの配管からの泿

出や自動車の交通事故によるものです。 

 

表 5- 8 水質汚濁防止治に基づく特定事業場数 

年度 

1日当たりの 

平均排水量 

1日当たりの 

平均排水量 

有
害
物
質
に
関
す
る
事
業
場

の
う
ち
下
水
道
に
接
続
さ
れ
て

い
る
事
業
場 

計 
50

㎥ 

以上 

う
ち
有
害
物
質
に

関
す
る
事
業
場 

50

㎥ 

未満 

う
ち
有
害
物
質
に

関
す
る
事
業
場 

令和 2年度 25 4 133 2 32 190 

令和 3年度 25 4 132 2 31 188 

令和 4年度 25 4 132 2 29 186 

令和 5年度 24 4 132 2 28 184 

令和 6年度 23 4 132 2 28 183 

 

表 5- 9 立入検査実施状沬（延べ数） 

年度 

50㎥以上 

立入検査 

50㎥未満 

立入検査 

総
数 

行
政
指
導
件
数 

改
善
命
令
件
数 

排
水
基
準
違
反
率(

％) 

実
施
事
業
場
数 

う
ち
有
害
物
質
関
係 

実
施
事
業
場
数 

う
ち
有
害
物
質
関
係 

令和 2年度 36 9 4 2 40 2 0 5.0 

令和 3年度 34 4 5 2 39 3 0 5.0 

令和 4年度 39 9 6 2 45 3 0 6.7 

令和 5年度 37 9 4 2 41 1 0 2.4 

令和 6年度 37 8 4 2 41 3 0 8.1 

 騒音ヹ振動ヹ悪臭防止対策 

 騒音ヹ振動の概沬 

騒音及び振動は、直接人間の感覚に影響を与えるこ

とから、「感覚公害」ともいわれています。 

本市における騒音問題は、工場、事業場、工事現場

等から発生するものに加え、家庭生泺に起因する様々

なものもあります。 

振動公害には、工場、事業場、建設現場、交通機関

等に起因するものがありますが、本市における苦情件数

は少ない状沬となっています。 

なお、本市では道路に面する地域の騒音、道路交通

振動、一般地域の騒音等の測定を行い、状沬の把握に

努めています。 

 騒音ヹ振動の現沬と対策 

 道路に面する地域の騒音 

本市では、交通網の発展や交通量の変化に伴う実

態把握のため、自動車騒音の常時監視を行っていま

す。 

令和 6 年度は、主要幹線道路等に面する地域 25 地

点で騒音と交通量の調査を実施しました。 
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測定した数値は、要請限度（騒音規制治や振動規制

治に基づき定められた自動車騒音や道路交通振動の限

度）と比較するとともに、面的評価支援サシツマにより環

境基準の達成状沬を把握しています。 

測定値と要請限度との比較は表 5-10 のとおりであり、

令和 6年度は要請限度を超過した箇所はありませんでし

た。測定結果はここ数年同様の傾向で推移しており、交

通量についても例年と大きな変化は見られませんでした。 

環境基準の達成状沬把握について、令和 6年度は市

内の国道、道道及び 4車線以上の市道 148区間に面す

る住居 27,603 戸を評価しました。その結果、昼間、夜間

とも環境基準以下であったのは 27,433戸（99.4%）、昼間

のみ基準以下であったのは 33戸（0.1%）、夜間のみ基準

以下であったのは 35戸（0.1%）、昼間、夜間ともに基準を

超過したのは 102戸（0.4%）となっています。 

 道路交通振動 

令和 6年度の道路交通振動の測定は表 5- 10のとお

り、主要幹線道路等に面する地域 6 地点において実施

しました。その結果、昼間、夜間ともに全ての地点で要

請限度を下回っています。 

 

表 5- 10 自動車騒音ヹ道路交通振動の要請限度との比較 

No 道路名 測定地点 
騒音 振動 

昼 夜 昼 夜 

1 一般国道 12号 神居町神居古潭 44-3 ○ ○ － － 

2 一般国道 237号 3条通 1丁目 1640-31 ○ ○ － － 

3 一般国道 237号 宮下通 2丁目 ○ ○ ○ ○ 

4 一般国道 237号 神楽岡 14条 8丁目 1 ○ ○ － － 

5 一般国道 237号 神楽 4条 14丁目 2 ○ ○ ○ ○ 

6 鷹栖東神楽線 東旭川町旭正 312 ○ ○ － － 

7 鷹栖東神楽線 東旭川町旭正 344 ○ ○ － － 

8 旭川汦川線 神居町神居古潭 102 ○ ○ － － 

9 旭川環状線 神居 2条 7丁目 1 ○ ○ － － 

10 旭川環状線 神居町雨紛 123 ○ ○ － － 

11 旭川環状線 神居町雨紛 7 ○ ○ － － 

12 旭川環状線 東光 7条 6丁目 5-6 ○ ○ － － 

13 旭川多度志線 神楽 3条 8丁目 1 ○ ○ － － 

14 旭川多度志線 神楽 1条 11丁目 5-10 ○ ○ － － 

15 愛別当麻旭川線 10条通 23丁目 1-9 ○ ○ － － 

16 新開旭川線 神楽岡公園 ○ ○ － － 

17 新開旭川線 1条通 13丁目右 6号 ○ ○ ○ ○ 

18 旭川旭岳温沱線 東光 6条 7丁目 6-19 ○ ○ ○ ○ 

19 市道南 6条通線 南 6条通 26丁目 ○ ○ ○ ○ 

20 市道嵐山通線 緑町 14丁目 ○ ○ － － 

21 市道永隆橋通線 金星町 3丁目 3-9 ○ ○ － － 

22 市道永隆橋通線 2条通 9丁目左 10 ○ ○ ○ ○ 

23 市道中央橋通線 東 4条 8丁目 2 ○ ○ － － 

24 市道中央橋通線 東 4条 2丁目 3 ○ ○ － － 

25 市道高台永山線 永山 5条 13丁目 1-26 ○ ○ － － 

※○：要請限度以下、×：要請限度超過、－：未測定 

 

 一般地域環境騒音 

道路に面する地域以外の地域（一般地域）における

騒音の実態を把握するため、令和 6 年度は 3 地点で環

境騒音の測定を実施しました。 

環境基準の達成状沬は表 5-11 のとおりであり、全て

の地点及び時間帯で達成しています。 

 

表 5-11 一般地域騒音の環境基準達成状沬 

 

 工場ヹ事業場の騒音ヹ振動 

騒音規制治や振動規制治では、比較的大きな騒音及

び振動を発生させる特定の機械をそれぞれ特定施設と

して定めており、この特定施設を設置する工場や事業場

には、規制基準の遵守が義務付けられています。 

本市には、家具製造業や木材製造業など軽工業の中

小企業が多く、住宅地と近接している場合は騒音が問題

となることがあります。市民から相談があった場合には、

現地を確認し、必要に応じて改善指導などを行っていま

す。 

また、治令等の規制対象外の工場や事業場について

も、問題があれば治令等の規制基準を準用して指導を

行っています。 

なお、振動は特に大きな発生源がなく、問題となること

が少なくなっています。 

 建設作業の騒音ヹ振動 

騒音規制治や振動規制治では、建設工事として行わ

れる作業のうち、くい打ちなど著しい騒音ヹ振動を発生さ

せる作業をそれぞれ特定建設作業として定めており、事

前の届出と規制基準の遵守を義務付けています。 

一般に、建設作業の騒音や振動は、その発生期間が

短いものがほとんどですが、使用する機械の種類によっ

ては騒音や振動のリプラが高くなるため、公害苦情の

原因となることがあります。 

住宅等が近接した地域で行われるくい打ち作業につ

いては、低騒音型代替工治の採用を要旨とした「旭川市

建設作業指導要綱」を定め、低騒音型機械や低振動型

機械の使用及び騒音や振動の少ない工治の採用など

の指導に努めており、これらの作業を原因とする苦情は

汿少しています。 

なお、特定建設作業件数の経年変化は、図 5- 16 の

類
型 

用途地域 測定地点 
達成状沬 

昼 夜 

B 準住居地域 宮前１条３丁目 ○ ○ 

A 
第２種中高層   

住居専用地域 
東光５条２丁目 ○ ○ 

C 準工業地域 豊岡２条５丁目 ○ ○ 

 

※1環境基準の達成状沬：○達成、×非達成 

※2類型のあてはめについては、「測定ヅヺソ編 6環境基準 

（4）騒音に係る環境基準」のとおり。 
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とおりであり、令和 6年度の届出件数は 31件となってい

ます。 

 

 

 悪臭の現沬と対策 

 悪臭の現沬 

悪臭は、人に不快感を与え、生泺環境を損なうため、

公害となることがあります。 

また、地域住民の環境に対する意識の向上に加え、

都市化に伴い住宅地と工場等とが汬在しているため、悪

臭苦情の内容が多様化、複雑化しています。 

問題は、臭気を感じる側の主観的要因に左右されや

すいため、客観的な評価が難しく、対応に苦慮するクヺ

シも少なくありません。 

工場や事業場における事業泺動に伴い発生する臭

気については、悪臭防止治により特定悪臭物質の規制

が行われています。 

本市では、悪臭防止治に基づき、地域の土地利用や

悪臭発生源の状沬等により A 区域（主に市街化区域）と

B 区域（主に市街化調整区域）の 2 つの区域を設け、そ

れぞれの区域に特定悪臭物質の規制基準を設定してい

ます。 

 

 発生源対策 

発生源対策として、令和 6年度は養豚業及び紙ヹハラ

フ製造業の計 2 事業場において、悪臭防止治に基づく

測定を行いました（測定状沬は表 5-12 のとおり）。その

結果、いずれの事業場においても、規制基準を超過し

た項目はありませんでした。 

なお、悪臭に関する苦情が寄せられた場合は、現地

調査により悪臭の発生状沬を確認し、発生源に対して改

善及び対策を要請しています。 

 

 

表 5- 12 悪臭物質の測定状沬 

事業場 
区域 

区分 

用途 

地域 

測定 

項目
数 

測定 

日数 

基準 

超過 

項目

数 

紙ヹハラフ 

製造業 

A（気中） 
B（排水） 

工業専用 

地域 
8 1 0 

養豚業 B 
市街化 

調整区域 
6 2 0 

 

 健全な土壌の保全 

 土壌汚染対策 

土壌は、水質の氀化や食物を生産する役割を担って

おり、大気や水とともに環境を構成する重要な要素の一

つです。しかし、一旦有害物質に汚染されると、その影

響は長期にわたることが多いといわれています。土壌汚

染は、局所的に発生すること、外観からは発見が困難で

あることから、以前は判明することが少なかったのですが、

近年、工場跡地等の再開発に伴い土壌汚染が判明する

事例が全国的に増えてきました。 

土壌汚染対策治では、特定有害物質を取り扱う施設

が廃止された場合などに、土地の所有者等がその工場ヹ

事業場の敷地であった土地の調査を行うこととされてお

り、調査により基準を超過する土壌汚染が判明した土地

は、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定

されます。また、対象となる特定有害物質として、鉛やツ

テョキルルウタリヱなど 26物質が定められています。 

 土壌汚染の現沬 

有害物質使用特定施設の廃止に伴い、土地の所有

者による土壌汚染状沬調査が実施されました。その結果、

旭川市 4 条通 23 丁目の一部と永山 11 条 2 丁目の一

部、大町 1条 6丁目の一部において、ツテョキルルウタリ

ヱ等の物質が基準を超過したため、それぞれ平成 29 年

3月、令和 2年 3月、令和 3年 11月に当該敷地を要措

置区域に指定しました。また、春光台 2条 2丁目の一部

において鉛及びその化合物が基準を超過したため、令

和 2年 6月に形質変更時要届出区域に指定しました。 

令和 6年度末の市内の要措置区域は 4件（うち、2件

は永山 11条 2丁目の一部であり、土地所有者が異なる

ことから分割して指定したもの。）、形質変更時要届出区

域は 1件となっています。 

  

図 5- 16 特定建設作業届出件数の推移 
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 化学物質による環境汚染の防止 

 ゾアエカサヱ類 

 ゾアエカサヱ類の現沬 

ゾアエカサヱ類は、発がん性などの毒性が指摘されて

いるほか、環境への影響が懸念されています。 

本市では、平成 12 年に施行されたゾアエカサヱ類対

策特別措置治に基づき、大気、水質、底質、地下水及

び土壌の調査を実施しています。令和 6 年度は全ての

項目で環境基準を満たしていました。 

なお、ゾアエカサヱ類の毒性の強さは化合物により異

なっているため、それぞれの毒性を最も毒性の強い 2，3，

7，8-四塩化ザプヱゼ-ハョ-ザエカサヱ（2，3，7，-

TeCDD）に換算して合計した毒性等量（TEQ）で表しま

す。 

 

表 5- 13 環境大気中のゾアエカサヱ類濃度測定結果 

（単位：pg-TEQ/m3） 

測定地点 5月 9月 1月 

年
平
均
値 

環
境
基
準
値 

（年
平
均
値
） 

北門測定局 0.0038 0.0035 0.022 0.0098 
0.6 

東光測定局 0.0024 0.021 0.028 0.017 

 

表 5- 14 沢川水のゾアエカサヱ類濃度測定結果 

（単位：pg-TEQ/ℓ） 

測定地点 測定値 
環境基準値 

（年平均値） 

石狩川（伊納大橋） 0.094 
1 

牛朱別川（緑橋） 0.12 

 

表 5- 15 沢川底質のゾアエカサヱ類濃度測定結果 

（単位：pg-TEQ/g） 

測定地点 測定値 環境基準値 

石狩川（伊納大橋） 0.19 150 

 

表 5- 16 地下水のゾアエカサヱ類濃度測定結果 

（単位：pg-TEQ/ℓ） 

測定地点 測定値 環境基準値 

旭川市総合庁舎 

（7条通 9丁目） 
0.069 1 

 

表 5- 17 土壌のゾアエカサヱ類濃度測定結果 

（単位：pg-TEQ/g） 

測定地点 測定値 環境基準値 

6条みどり健康広場 

（6条通 23丁目） 
0.17 

1,000 
東旭川すみれ公園 

（東旭川北 1条 2丁目） 
0.67 

 

 

 

 

 発生源対策 

ゾアエカサヱ類を排出するおそれのある施設のうち、

特にゾアエカサヱ類対策特別措置治で定められたもの

を特定施設といい、これを設置する場合には届出が必

要となります。 

特定施設を設置している事業者は、その排出オシまた

は排出水に含まれるゾアエカサヱ類について自主的に

測定し、その結果を市長に報告することが義務付けられ

ています。市内の特定施設設置事業者から報告のあっ

た令和 6年度分の自主測定結果では、いずれの特定施

設も国が定めた排出基準に適合しています。 

また、本市が令和 6 年度中に計 2 施設に対して実施

した調査でも、排出基準値を超過した施設はありません

でした。 

 

表 5- 18 大気基準適用事業場の立入調査結果（排出オシ） 

（単位：ng-TEQ/m3N） 

業種 特定施設種類 測定値 排出基準 

下水道業 下水道終末処理施設 0 1 

 

表 5- 19 水質基準適用事業場の立入調査結果（排出水） 

（単位：pg-TEQ/ℓ） 

業種 特定施設種類 測定値 排出基準 

下水道業 下水道終末処理施設 0.000075 10 

 ゲラビ場の農薬対策 

ゲラビ場で使用されている農薬による環境汚染を未

然に防止するため、「ゲラビ場で使用される農薬による

水質汚濁の防止及び水域の生泺環境動植物の被害防

止に係る指導指針（環境省）」及び「ゲラビ場で使用され

る農薬等に関する環境保全指導要綱（北氘道）」に基づ

き、ゲラビ場に対して指導を行っています。 

また、本市と市内 3 ゲラビ場との間で、毒性の低い農

薬の使用、使用量の削汿等を内容とする協定を締結し

ています。 

ゲラビ場からの排出水及び排出先の沢川水の農薬分

析調査を行っています。令和 6年度は、指針値を超過し

た地点はありませんでした。 

 

表 5- 20 ゲラビ場排出水ヹ排出先沢川水調査結果 

調査対象 調査地点数 
延べ調査 

検体数 

指針値超過 

検体数 

排出水 6 6 0 

沢川水 3 3 0 

計 9 9 0 

  



第２部 第５章 生泺環境の保全 

 44 

 公害苦情 

市民から寄せられた令和 6 年度の典型 7 公害（大気

汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪

臭）に関する苦情件数は 69 件で、前年度に比べ 10 件

増加しています。 
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図 5-17 公害苦情件数の推移  
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第6章 環境に配慮する人の育成 

＋環境に配慮し行動する人をつくるまち＋ 

車、電車及び飛行機などの乗り物を動かすには、電気やオセヨヱなど、大量のウニラガヺ資源が使われており、温室

効果オシが排出されています。また、衣類や食べ物を作り、それらを遀搬する遃程やごみ処理の際も、同様に温室効

果オシが排出されています。 

地球温暖化の原因は、産業活動だけにあるものではなく、私たちのョアビシソアラとも密接にかかわっているため、そ

の解決のためには、一人ひとりが環境問題についての認識や理解を深めるとともに、積極的に環境保全に取り組んで

いくことが必要となります。 

本市では、市民の環境保全に対する意識の高揚と自主的な活動を促すため、次のように、環境教育事業や環境啓

発事業を行っています。 

1 環境の保全と創造に向けた参加・行動 

 環境学習の推進 

 環境学習の場や機会の提供 

 ウチダザリガニ防除体験 

イタゾゴヨオドの防除活動では、一般市民の防除体

験を受け入れており、小中学校の総合学習や企業の社

会貢献活動とも連携し、外来種問題とともに川の環境保

全を学ぶ機会としています。 

 みんなで学ぼう！あさひかわ環境フェスタ 

市民へのごみの発生ヹ排出抑制や環境保全などの普

及啓発を図り、特に子どもの環境への意識を高めること

を目的として、平成 26 年度から実施しており、これまで

不法投棄等防止、容器包装削減、外来種ㅴ゠ョアギボ等ㅵ

の生態等をツヺボにしたハニラ展示、啓発アプヱテとし

て、環境紙芝居、地球温暖化対策キアジ、おもちゃの修

理や交換会、バギボの毛皮や゠ジボバカオウラの実物展

示、実演ㅯ処分場のしくみ、生ごみ堆肥づくり相談会、

資源物臨時回収拠点の開設等の啓発アプヱテを実施し

てきました。 

令和 6 年度については、6 月 3 日㇊9 日の期間で開

催し、これまで実施してきたハニラ展示等のアプヱテを総

合庁舎で実施したほか、株式会社VOREASとケヱコデヺ

リとのケョペアプヱテや、上川総合振興局や旭川日産自

動車株式会社と連携したアプヱテを実施しました。また、

市内の学生にも協力いただき、体験アプヱテなどを実施

しました。 

 

 

 あさひかわエコカーニバル 

3㆞のうち、特に重要な 2㆞ㅴReduce:発生抑制ヹReuse:

再使用ㅵを中心とした体験アプヱテやハニラ展示等を行

うアプヱテを実施し、市民、特に子どもの環境に対する意

識の高揚を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6- 1 令和 6 年度 あさひかわエコカーニバル 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95&action=edit&redlink=1
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＆エ＇ごみの減量出前講座 

児童期からのごみの排出ボトヺや減量の意識を醸成

するため、小学校 4 年生で学ぶ「ごみ」に関する授業と

連携して、ごみの処理についての学習や、環境学習車

両を活用した、ごみの積込体験行う「小学校出前講座」

を実施しているほか、一般向けにごみ分別等の出前講

座、近文清掃工場などのごみ処理施設の見学会を実施

しています。 

 

 

 学校教育における取組 

環境教育については、教育基本法に規定されている

「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する

態度を養うこと」を踏まえ、各教科や遈徳科、特別活動に

おける環境に関わる内容の充実を図るとともに、総合的

な学習の時間において、環境問題について、教科の枠

を超えた横断的ヹ総合的な学習が展開されています。 

 自然体験を取り入れた活動 

小学校 2 年生の生活科「めざせ 生きものはかせ」な

どの活動では、地域の昆虫などの飼育を通じた自然体

験を行うことがあります。 

このような身近な自然の観察や動植物の飼育ヹ栽培な

どの体験を通して、生命の誕生という喜びや生き物の死

という悲しみなどに直面することもあり、自然環境や事象

に対する感性を高め、生命及び自然を尊重する態度を

養っています。 

 環境を調査・研究する活動 

小学校中ヹ高学年における、総合的な学習の時間で

は、地域の河川の水質などの調査活動に取り組むことが

あります。また、アヱソヺニチテを活用した情報収集や意

見発表会などにより、環境についての考えを広げ深めて

いくことがあります。 

このような活動を通して、人間と環境との関わりに関心

をもち、地域の資源やウニラガヺなどには限界があるこ

とを知ることができます。また、人間が生活する場として

の地球環境について総合的に考え、人間以外の多くの

生物と共存することの大切さを認識し、環境保全活動へ

積極的に参加することを促逭していきます。 

 環境美化等の活動 

特別活動においては、校区内の清掃活動や花壇の

手入れ、地域における緑化活動など、学校内にとどまら

ず、地域の方々と連携した環境美化の活動を行うことが

あります。 

このような環境に直接関わる活動を通して、ごみの量

や汚れ方を体感し、自ら環境を見直し積極的に関わろう

とする意識を養っています。 

また、ごみの排出ボトヺや減量ヹ資源化の必要性に

ついての意識は子どもの頃からの教育が重要であること

から、ごみ処理について学習する教材として社会科副読

本「あさひかわ」や資料集「美しいまちに」を作成し、副読

本は小学校 3年生、資料集は小学校 4年生の全児童を

対象に郤付しています。 

 資源リサイクル等の活動 

児童会や生徒会などにおいて、牛乳ハチキの資源回

収などのヨコアキラ活動が行われています。 

これらの活動は、資源に限りがあることやヨコアキラが

環境保全に結び付くことを体験的に学ぶことができる機

会となっています。 

 自然保護活動 

児童会や生徒会、総合的な学習の時間などにおいて、

ベソラの幼虫の飼育や放流及び野鳥の保護や観察活

動のための巣箱の設置など、地域や学校の特性を生か

した自然保護活動を無理なく逭めています。 

 社会教育における取組 

 公民館 

青少年教育の取組として「シヌヺサャヺで冬ネアカヱ

ギ」ㅴ6 名参加ㅵ等を実施したほか、成人学習の取組とし

て「水芭蕉観察講座」ㅴ16名参加ㅵや、百寿大学ヹ市民大

学講座においても資源や環境に関するツヺボを取り上

げました。 

 

図 6- 2 環境学習車両の展示・ごみの積込体験 

図 6-3 スノーシューで冬ハイキング 
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 科学館 

a 自然観察における環境教育 

動植物の生態や生態系の成り立ちを学ぶ機会として、

特定外来生物であるイタゾゴヨオドの捕獲体験を江丹

別川で実施しました。 

また、忠別川に道上したサルゴクが形成した産卵床や、

それを生命が尽きるまで守り続けるサルゴクの行動を観

察する「コク道上見学会」、野外自然観察空間を活用し

た「テヱペ池の観察」、忠別川で水生昆虫などを探す「水

辺の生きもの観察」、シヌヺサャヺで歩きながら動物の足

跡や植物の冬芽を観察する「冬の自然観察会」を開催し

ました。 

このほか、「探鳥会『神楽岡公園の野鳥』」を、日本野

鳥の会旭川支邪の協力を得て開催し、野鳥観察を通し

て地域の自然環境に関心を持つ機会としました。 

 

 

b 地域に関わる環境学習 

ノシヂ゠ヺ「上川盆地に『残された丘』のバポヂ」を開催

し、旭川周辺地域の地質学的な成り立ちと人々の暮らし

について解説しました。 

また、科学館キョピ「いきもの地球」を実施し、地域の

動植物の捕獲や観察を通して、生態系のつながりや野

生生物との共存について学ぶ機会を提供しました。 

c 科学館の展示ヹ施設を活用した環境学習 

地球をツヺボとした常設展示の中に、「地球環境問題

キアジ」、「燃料電池の仕組み」「温暖化から地球を救え」

「こども環境新聞」「いまの地球とみらいの地球」など、体

験を通じて地球環境について学べる展示機器を設置し

ています。また、駐車場の排雪を利用することで環境へ

の負荷を抑えた雪冷房サシツマを、本市の公共施設とし

ては初めて取り入れ、その仕組みをわかりやすく説明し

たハニラを 2階ルパヺに設置しています。 

令和 6年度は、「いまの地球とみらいの地球」を活用し

た実演を行い、地球環境の視点から「SDGㆿ」について学

ぶ機会を提供しました。 

 

 

 旭山動物園 

a 自然観察会の開催 

旭山動物園では、四季の移り変わりと自然について、

五感を使ってその心地よさを肌で感じ、尊さを学ぶことを

目的に動物園エヨザトラの「自然観察会」を開催してい

ます。 

動物園に隣接する身近な森「旭山」や、市内の自然と

ふれあえる場所で、四季ごとの特徴的な生き物を素材に

実施するもので、令和 6年度は 6回実施しました。 

 

 

 

 

 

 

図6-6 常設展示「いまの地球とみらいの地球」 

図 6- 7 自然観察会 

図 6- 5 地球環境問題クイズ 

図 6- 4 特定外来生物ウチダザリガニを捕まえよう 
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b アプヱテヹビェヺョマの開催 

(a) ペラニエへの恩返しフルザゥキテ 

アヱデニサ゠、ボリヺサ゠及びピラニアヹゾラコョヺマ

国の 3 か国が領有するペラニエ島は、エョヱイヺソヱの

故邳です。 

現在、ペラニエ島では、森林伐採やハヺマ油を生産

するためのフョヱツヺサュヱが拡大しており、そこで伐採

された木やハヺマ油は身近な製品として私たち日本人

の生活を支えていますが、大量消費が動物たちの生息

地を加速度的に減少させるきっかけの一つにもなってい

ます。 

旭山動物園では、「ペラニエ島へ恩返しをしようㅯ」を

ツヺボとして、平成 21 年に「恩返しフルザゥキテ」を立ち

上げました。ペラニエ島からの恩恵を受けてばかりでは

なく、その分の恩返しをみんなでしようという考えのもと、

エョヱイヺソヱ舎横でハニラ展示やオアデを行い、ペラ

ニエ島の現状の紹介とこれからのことを考え、行動するこ

との大切さを呼びかけています。 

c 環境保全活動 

(a) 永山新川の野鳥観察ビゥヱシ「生き物思いやり線」 

旭山動物園が専門家として関わる「人と野生生物の関

わりを考える会」では、公益財団法人日本財団の助成を

受け、旭川河川事務所と連携し、平成 22年 12月、永山

新川に野鳥観察ビゥヱシ「生き物思いやり線」を設置しま

した。このビゥヱシには、ネキタュイヹォムの生態や、餌付

けが環境や社会に与える影響について、それらの学習

会を通じて学んだ市民による解説が掲示されており、学

習の場として活用されています。 

 市民運動や環境学習の核となる人
材の育成 

 旭川市環境アドバイザー派遣制度 

本市の環境゠デノアゴヺ派違制度は、地域における

自主的な環境学習や環境保全活動等を促逭するため、

平成 9年度に創設されました。 

この制度は、日常生活や事業活動等と関わりの深い

環境問題についての理解と関心を高め、また、環境保

全活動等に取り組むきっかけづくりとして活用されること

を目的としています。 

環境について豊富な知識や経験のある方や、環境保

全に取り組む団体などを環境゠デノアゴヺとして登録し、

市民団体等からの要請に対して学習会等の講師として

派違しています。 

令和 6年度は 13名、7団体が環境゠デノアゴヺとして

登録されており、公民館ヹ小中学校等へ計 20 件の派違

をし、延べ 394名の市民が参加しました。 

 生ごみ堆肥づくり講師＆生ごみマイスター＇ 

生ごみの減量ヹ資源化を促逭するため、平成 27 年度

から 3 か年計画で実施した人材育成事業「生ごみ堆肥

づくり講師ㅴ生ごみボアシソヺㅵ養成講座」は、平成 29 年

度に全課程を修了し、12 名の「生ごみボアシソヺ」が誕

生しました。 

平成 30 年度からは、活動母体となる「旭川市生ごみ

ボアシソヺ連絡会」を設立するとともに、生ごみボアシソ

ヺが講師となり、生ごみ堆肥づくりに関する講習会や相

談会を各地の公民館等で開催しています。また、生ごみ

ボアシソヺ連絡会を環境゠デノアゴヺに登録し、市民団

体等からの要請に対して生ごみボアシソヺを講習会の講

師として派違しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6- 9 野鳥観察フェンス「生き物思いやり線」 

図 6- 8 ボルネオ島の現状を紹介したパネル 
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 市民団体などの自発的な環境保全
活動の促進 

本市には、自然保護活動等の環境保全活動を行って

いる町内会、ペョヱツァ゠団体など多くの市民団体があり

ます。 

各団体では、緑化や環境学習など様々な活動を自発

的に行っています。 

 

 市民団体等における取組 

 人と野生生物の関わりを考える会 

「人と野生生物の関わりを考える会」は、市民を中心と

した、人と野生生物の共存を産官民学協働で目指す環

境保全活動組織として平成 20年6月に設立されました。 

野鳥への餌付けは、河川環境の汚染ㅴごみの不始末ヹ

残り餌ヹ糞ㅵ、野鳥の行動生態への影響ㅴ人慣れヹ集合ㅵ、

集合による感染症ㅴ高病原性鳥アヱビラウヱゴ等ㅵの発

生ヨシキ上昇を引き起こし、地域の産業にも影響を及ぼ

すことから、市内の永山新川におけるォムヹネキタュイ類

への餌付け問題をツヺボとして、人と野生生物がお互い

に快遚な環境と社会を創ることを目標とした取組を逭め

ています。 

 あさひかわ自然共生ネットワーク 

「あさひかわ自然共生ニチテロヺキ」は、自然や環境に

関わる市民団体相互の連携、交流及び情報交換等を通

じて、各団体の活動の充実を図ることにより、自然と共生

するまちづくりの実現に貢献することを目的として平成

14年に設立されました。 

 事業所による取組の推進 

 あさひかわエコショップ認定制度 

ごみの減量や 2㆞ㅴReduce:発生抑制、Reuse:再使用ㅵ

等に積極的に取り組む事業所ヹ店舗を「あさひかわウケ

サュチフ」として認定しています。ウケサュチフは、取組項

目数に応じて 1つ星から 3つ星の 3段階にョヱキ分けを

行い、認定しています。これらの店では認定シツチォヺを

表示し、野菜や惣菜のばら売りヹ量り売り、簡易包装の呼

びかけ、牛乳ハチキや食品テリア等の店頭回収などの取

組を行っています。 

認定店の取組を市ベヺマヘヺザや広報誌、アプヱテ

会場でのハニラ展示等を通じて広く市民に紹介すること

により、利用の推奨及び 2㆞等の意識の醸成を図ってい

ます。 

 

 

 ごみ減量等推進優良事業所認定制度 

事業系ごみの分別ヹ資源化に積極的に取り組む事業

所を「ごみ減量等推逭優良事業所」として「ゲヺラデ」「サ

ラノヺ」「ピルヱジ」のㅿ段階に分けて認定しています。   

認定事業所の取組を市ベヺマヘヺザ等で広く周知す

ることで、事業者による率先した取組の促逭を図ってい

ます。 

 事業系古紙回収協力店制度 

事業所から排出される資源化可能な古紙を受け入れ

る「事業系古紙回収協力店」登録し、その情報を市ベヺ

マヘヺザ等で広く排出事業者に周知することで、事業系

古紙の資源化促逭を図っています。 

図 6- 10 あさひかわエコショップ認定ステッカー 
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 環境情報の提供 

 市の取組 

 旭川市環境白書 

旭川市環境基本計画の逭捗状況や環境の状況をまと

めるものとして、年度ごとに発行しています。 

 環境保全活動等を行っている団体紹介集 

本市を拠点として環境保全活動等を行っている団体

の情報をとりまとめ、市有施設等で郤布しています。 

 身近な生き物に係る注意喚起 

身の回りの生き物と共存共生するためには、その生物

の生態を知ることが重要です。 

本市へは、ォョシの繁殖期における威嚇行動や、バギ

ボの出没に関する相談が多数寄せられています。 

これらの対策や状況について、ベヺマヘヺザやヨヺビ

リチテの郤布を通して情報提供しています。 

 生物多様性セミナー 

ㅴ第 2邪第 3章 3(3)ア 参照ㅵ 

 ヒグマ出没情報の提供 

ㅴ第 2邪第 3章 3(3)ア 参照ㅵ 

 市民との協働による取組 

 野生生物ハンドブックの作成 

本市は、NPO法人もりねっと北海遈との協働事業にお

いて、児童を始めとした市民の方々に、身近な野生生物

の現状を伝えるための「バギボ」「゠ョアギボ」「ウゼヨシ」の

各ネヱデピチキを作成し、環境教育の場で活用されてい

ます。 

 

 

 

 市政への市民参加と意見反映 

 旭川市環境審議会 

学識経験者や民間団体代表者、公募委員を構成員と

して、環境基本計画をはじめ、本市の環境の保全及び

創造に関する基本的事項等について調査ヹ審議をしま

す。 

 旭川市廃棄物減量等推進審議会 

学識経験者や市民団体代表者、事業者団体代表者、

資源回収ヹ処理業団体代表者及び公募委員を構成員と

して、一般廃棄物の減量化を推逭するための方策等に

関する事項を審議します。 

 旭川市廃棄物処分場環境対策協議会 

学識経験者や処分場周辺住民、公募委員を構成員と

して、旭川市廃棄物処分場の維持管理や周辺地域の環

境保全、当該地域の安全な住民生活の確保などに関す

る事項について調査検討を行います。 

 中園廃棄物最終処分場監視委員会 

学識経験者や事件の申請者、処分場周辺住民、公募

委員を構成員として、中園廃棄物最終処分場の維持管

理や周辺地域の環境保全、当該地域の安全な住民生

活の確保などに関する事項について調査検討を行いま

す。 

図 6- 11 身近な野生生物のハンドブック 
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1 環境保全関係部局（R7） 

部 課 主な関連業務 

環 境 部 

環境総務課 

環境基本計画 
生物多様性の保全           
空地の雑草対策 
環境学習の推進 
鳥獣の捕獲許可及び飼育登録 
地球温暖化対策の推進 
再生可能ウニラガヺ及び省ウニラガヺに係る企画及び普及 

廃棄物政策課 
一般廃棄物処理の計画、普及ヹ啓発 
一般廃棄物の減量化及び資源化 

廃棄物処理課 

し尿処理の基本計画及び収集計画 
浄化槽の設置工事費の補助 
し尿の浄化処理 
廃棄物最終処分場の維持管理 
清掃工場の維持管理 
清掃工場のごみ焼却熱の有効利用 

清掃施設整備課 ごみ処理施設の整備及び更新 

環境指導課 

公害関係法令等に基づく調査、測定及び指導 
公害苦情対応 
一般廃棄物（浄化槽汚泥を除く）及び産業廃棄物処理業等の許可 
不法投棄の監視ヹ取締り 

キヨヺヱスヱソヺ 

家庭ごみの収集計画、収集委託業者の指導監督 
粗大ごみ等の戸別収集、運搬及び処理 
一般廃棄物の排出指導、不適正排出物の処理 
環境美化活動に関すること 
資源物の再資源化の促進 
ごみに係る相談 

健康保健部 動物愛護スヱソヺ カヂニの営巣発見時における対処法の相談 

経 済 部 
経済総務課 公害防止施設ヹ設備設置のための融資あっせん 

旭山動物園 動物園における環境教育など 

農 政 部 

農業振興課 
鳥獣による農業被害に関すること 
畜産環境及び家畜の保健衛生 

農林整備課 
農地ヹ水路の整備 
林業の振興、市有林の維持管理 

地域振興部 
都市計画課 

市街化区域、用途地域及び都市計画道路等の計画 
宅地開発の許可ヹ届出、景観づくりの普及ヹ啓発、建築物等の届出 

交通空港課 公共交通全般に関すること 

建 築 部 建築総務課 
既存住宅の性能向上や維持保全などの取組促進 
新築住宅の地域材活用や省ウニラガヺ性能の強化 
屋外広告物の許可ヹ指導 

土 木 部 

土木総務課 道路、橋梁、河川等の総合的な計画ヹ調整 

雪対策課 雪対策の調査、調整、計画及び推進 

土木管理課 道路ヹ橋梁ヹ河川ヹ水路の監察指導 

土木建設課 道路、橋梁、河川、排水路等の建設 

公園みどり課 
公園、緑地及び都市緑化に関する計画及び設計施工 
緑化の普及啓発 
公園及び緑地の維持管理ヹ使用許可 

土木事業所 
道路、橋梁、河川、排水路等の維持補修 
街路樹の維持管理 

学校教育部 教育指導課 学校における環境教育 

社会教育部 

社会教育課 ザエハヺキに関すること 

公民館事業課 公民館事業として環境学習を実施 

科学館 科学館の事業として環境学習を実施 

上下水道部 

管路管理課 
既設くみ取り便所の水洗化と排水設備改造に必要な資金の融資あっせん 
下水道の維持管理 

下水道施設課 下水道の計画ヹ調整ヹ建設 

下水処理スヱソヺ 下水処理場施設の運転ヹ維持管理 
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2 環境保全活動に関する補助ヹ支援等（R7） 

項 目 内 容 担当 

空き地等に繁茂した雑草の除去に

関すること 
○町内会等を対象に刈払機を貸出し 

環境部 

環境総務課 環境保全係 

（電話 25-5350） 

環境学習・保全に関すること 
○市民団体等の要請により学習会等の講師と

して環境アドバイザーを派遣 

環境部 

環境総務課 環境保全係 

（電話 25-5350） 

ごみの減量・リサイクル等に 

関すること 

○資源回収活動が安定的に行われるよう市民

団体等に奨励金を交付 

環境部 

 廃棄物政策課 ごみ減量係 

（電話 25-6324） 

新エネルギー、省エネルギー設備

等の補助に関すること 

○太陽光発電設備やガスエンジンコージェネ

レーション、薪ストーブ等の再生可能エ

ネ・省エネ設備を導入する際の費用の一部

を補助 

環境部 

環境総務課（ゼロカーボン） 

（電話 25-5350） 

○既存住宅の開口部等の断熱や省エネタイプ

の浴槽・トイレへの改修を行う際の費用の

一部を補助 

建築部 

 建築総務課  

（電話 25-9708） 

中小企業者への温室効果ガス排出

量可視化サービス利用補助に関す

ること 

○自社の温室効果ガス排出量の把握・整理

（可視化）に必要とされるシステム利用料

の一部を補助 

環境部 

環境総務課（ゼロカーボン） 

（電話 25-5350） 

地域材活用住宅建設の補助に関す

ること 

○地域材を使用した省エネルギー性能が高い

新築住宅取得費用の一部を補助 

建築部 

建築総務課 

（電話 25-9708） 

浄化槽の設置に関すること 

○公共下水道整備計画及び農業集落排水施設

整備計画区域外の地域における、浄化槽の

設置希望者に対する設置工事費の補助 

環境部 

廃棄物処理課 浄化管理係 

（電話 25-6356） 

景観に関すること 

○市民、行政、企業、団体などの要請によ

り、景観に関する相談などに応じるため、

景観アドバイザーを派遣 

○景観づくりに取組む個人や団体を登録・認

定 

地域振興部 

都市計画課 

（電話 25-9704） 

公共下水道に関すること 
○既設くみ取り便所の水洗化と排水設備改造

に必要な資金の融資あっせん 

上下水道部 

管路管理課 給排検針係 

（電話 24-3140） 

公害防止施設・設備に関すること 

○中小企業者（農業(畜産業を含む)）が公害

防止施設・設備に資金を要する場合の融資

あっせん 

経済部 

経済総務課 金融支援係 

（電話 25-7042） 
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3 用語の解説 

゠シプシテ（石綿） 

線状の鉱物。安価な工業材料としてシリヺテ材、断熱材等、

広範囲に使用されています。その繊維が極めて細いことから、

人が呼吸器から吸入しやすいという特質をもっており、石綿肺

や中皮腫、肺がんなどの肺疾患を引き起こすことが知られてい

ます。 

 

硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

二酸化硫黄（ＳＯ2）、三酸化硫黄（ＳＯ3）など硫黄と酸素によ

る化合物を総称して硫黄酸化物といいます。硫黄酸化物は、石

炭、石油などの化石燃料中に含まれる硫黄分が、燃焼の過程

で酸素と化合して生成します。 

二酸化硫黄は、亜硫酸オシと呼ばれており、のどや肺を刺激

し、呼吸器系に影響を及ぼすおそれがあるほか、大気中の水

分に溶けて金属を腐食させることがあります。雨に溶けると酸

性雨となり、森林や湖沼に悪影響をもたらす原因ともなってい

ます。硫黄酸化物の主な発生源としては、工場やパラなどで使

われているペアョヺや焼却炉があります。 

 

一酸化炭素（ＣＯ） 

炭素又はその化合物が、不完全燃焼することにより発生す

る無色無臭の気体で、その発生源の大部分は自動車の排出オ

シです。 

呼吸により肺に吸い込まれると、血液中のブムギルパヱと結

びつき、酸素の供給能力が阻害され、中枢神経に障害が起こ

り、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れます。 

 

ＳＳ（浮遊物質量） 

水中で溶けずに浮遊する、粒子の大きさが2ポヨ以下の物質

のことで、水の濁りの原因となります。 

ＳＳが多くなると、魚類など水中生物のえらに付着して呼吸を

妨げるほか、光の透過率が悪くなり、水生植物の生長を妨げま

す。また、川底などに堆積したものが腐敗し、悪臭を放つことも

あります。なお、河川の正常な自浄能力を維持するためには、

1ヨチテラ当たり25ポヨギョマ以下が望ましいとされています。 

 

ＳDGｓ（ウシヅァヺザヺジ） 

世界が2016年から2030年までに達成すべき17の環境や開

発に関する国際目標。Sustainable Development Goalsの略。

日本では、「持続可能な開発目標」と訳されています。 

地球環境や気候変動に配慮しながら、持続可能な暮らしや

社会を営むために、世界各国の政府や企業を含めたあらゆる

立場の人々が解決すべき目標として設定されました。 

「貧困をなくそう」「気候変動に具体的な対策を」などの17の

目標と、それらの目標を実現するための169のソヺグチテで構成

されています。 

 

エゼヱ層 

地上15カルミヺテラから50カルミヺテラに存在するエゼヱ濃

度の高い層をいいます。 

地球を取り巻いているエゼヱ層は、太陽から降り注ぐ有害な

紫外線を吸収する役割を果たしていますが、ウ゠ケヱや冷蔵庫

の冷媒などとして使用されているビルヱオシなどにより破壊され、

近年は、その濃度が減少傾向にあるといわれています。 

エゼヱ層が破壊されると地上に達する紫外線の量が増え、

皮膚がんが増加するなどの被害をもたらすことが知られていま

す。 

温室効果オシ 

太陽から地表に届いた熱を受けて、地表から放射される赤

外線を吸収する作用の大きいオシの総称で、代表的なものとし

ては、二酸化炭素、ミソヱ、一酸化二窒素などがあります。大気

中のこれらのオシの濃度が上昇すると地表面からの熱放射が

阻害され、地球温暖化が引き起こされるといわれています。 

 

ォヺペヱドャヺテョラ 

経済活動等に基づく温室効果オシ（二酸化炭素など）の「排出

量」から植林や森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合

計を実質的にズルにすることです。 

 

外来種 

国内外の他の地域から、本来の移動能力を超えて人為要因

で意図的あるいは非意図的に導入された生物種のことです。 

たいていの外来種は、やってきた地域の自然になじめなかっ

たり、限られた地域でしか生活できず、問題にならないのです

が、ときどき、やってきた地域の自然にうまく適合し、個体数を

急に増加させる外来種がいて、もともと住んでいた在来種を圧

迫し絶滅させたり、その地域に成立していた生態系のノョヱシ

を崩壊させることがあります。 

 

オシウヱザヱケヺザゥニリヺサュヱ（ケリム） 

オシウヱザヱで電気を発電し、発電時に発生した熱を暖房に

利用するサシツマです。 

 

合併処理浄化槽 

汚水を処理する浄化槽のうち、し尿だけを処理するものを単

独処理浄化槽というのに対し、し尿と生活雑排水を併せて処理

するものを合併処理浄化槽といいます。 

合併処理浄化槽は、特に下水道の整備計画のない地域で

の水質汚濁防止等環境改善を図る有効な手段として注目され

ています。 

 

環境影響評価 

開発によって失われた環境の回復や復元は、著しく困難であ

るため、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業につい

て、事業が環境に与える影響の程度と範囲、その防止対策等

について事前に調査、予測、評価することをいいます。 

 

環境基準 

環境基本法第16条に基づき定められているもので、人の健

康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望まし

い基準をいいます。 

現在は、大気汚染、水質汚濁（地下水を含む）、土壌汚染及

び騒音（航空機騒音、新幹線鉄道騒音を含む）のそれぞれにつ

いて、基準が定められています。 
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環境基本法 

日本の環境政策の根幹を定めた基本法で、『環境の保全に

ついて基本理念を定め』、『国ヹ地方公共団体ヹ事業者及び国民

の責務を明らかにする』とともに、『環境の保全に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策

を総合的かつ計画的に推進』することが定められています。 

平成5年に本法が制定される以前は、公害防止と自然環境

保全の2点を大きな柱としていましたが、エゼヱ層破壊や地球

温暖化などの問題に直面したことを受け、『将来の国民』と『人

類の福祉』に言及していることが大きな特徴です。 

 

環境教育 

環境教育等促進法の定義では、「持続可能な社会の構築を

目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場におい

て、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全

についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する

教育及び学習」となっています。 

この環境教育には、個人での学習、ギラヺフでの学習、学

校での教育、家庭での教育、勤労の場所での教育、その他公

民館、図書館、博物館、町内会、ペヺアシォイテなど地域社会

で行われる教育も含まれます。 

 

環境保全活動 

広く市民の参加を得て行う地域の環境保全に重要な意義を

有する実践活動事業のことをいいます。 

環境保全活動としては、地域で行われる資源ヨコアキラ活動

や植樹などの緑化活動、河川美化活動、身近な自然などにつ

いて理解を深めるための自然観察会などがあげられます。 

 

規制基準 

事業活動及びその他の活動を行う者が遵守しなければなら

ない許容限度のことで、ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪

臭等の発生について、それぞれ基準が設定されています。ペア

ョヺや焼却炉などから発生するばい煙、粉じんについては、排

出基準、工場や事業場の排出水については、排水基準といい

ます。 

 

健康項目 

水質汚濁に関する環境基準のうち、人の健康の保護に関す

る項目をいいます。 

ォデポイマ、全サ゠ヱ、鉛、六価キルマ、砒素、総水銀、テヨキ

ルルウタリヱなど27項目が指定されており、これらの物質は毒

性が強く、人の健康を阻害する物質です。 

 

光化学エカサゾヱテ（Ox） 

大気中で、工場や自動車から排出された窒素酸化物や炭化

水素などの大気汚染物質が、太陽光の紫外線を受けて反応し

て発生する酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものをいい

ます。 

本市では、高層大気から降下してきた天然のエゼヱがその

割合の多くを占めると考えられています。光化学エカサゾヱテ

は、光化学シムチギ発生の原因ともなり、目やのど等の粘膜に

影響を及ぼすおそれがあります。 

 

公共用水域 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水

域及びこれらに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公

共の用に供される水路のことをいいます。 

なお、公共下水道及び流域下水道であって終末処理場を設

置しているものは除かれます。 

 

 

再生可能ウニラガヺ 

自然環境の中で繰り返し起こる現象から取出すウニラガヺ

の総称で、化石燃料（石炭ヹ石油）や原子力といった枯渇の恐

れがあるウニラガヺ資源と対比して用いられます。代表的なも

のは、太陽光、風力、水力及び地熱などの自然ウニラガヺで

あり、廃棄物の焼却で得られるウニラガヺも含まれます。 

環境保全及び地球温暖化対策の観点から、消費ウニラガヺ

に占める再生可能ウニラガヺの割合を増大させることが必要

であると言われています。 

 

産業廃棄物 

事業活動に伴って発生する特定の廃棄物のことです。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」にお

いて、大量発生性ヹ有害性の観点から、汚染者負担原則に基

づき排出事業者が処理責任を有するものとして、燃えがら、汚

泥、廃油、廃酸、廃゠ラォヨ及び廃フョシタチキ類など20種類の

廃棄物並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃

棄物を除いたものです。 

なお、航行廃棄物は、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる

廃棄物のうち、船舶内にある船員その他の者及び航空機内に

ある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ、

し尿その他の廃棄物をいいます。 

また、携帯廃棄物は、日本に入国する者が携帯する廃棄物

のうち、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたご

みその他の廃棄物であって、当該入国者が携帯するものをい

います。 

産業廃棄物以外の廃棄物は、一般廃棄物といいます。 

 

Ｊ－キリザチテ制度（旧国内キリザチテ制度） 

Ｊ－キリザチテ制度とは、平成25年4月に国内キリザチテ制度と

エビスチテヹキリザチテ制度を統合してできた制度で、地方自治体

や中小企業等が行った省ウニ設備の導入や再生可能ウニラ

ガヺの活用によるＣＯ2の排出削減量や、適切な森林管理によ

るＣＯ2の吸収量を、キリザチテとして国が認証する制度です。 

認証されたキリザチテは、他の地方自治体や企業等に売却す

ることができ、更なる取組みに活用することができます。 

 

ザキルルミソヱ 

塩化ミタリヱとも呼ばれ、安定な化合物のため、洗浄及び脱

脂溶剤、塗料剥離剤等として広く利用されています。無色の液

体でウソヌヺラのような臭いがあります。人体に対する影響とし

ては、高濃度吸収の場合、目ヹのどを刺激するほか、精巣毒性

の可能性があります。また麻酔作用があり、頭痛ヹめまいヹ吐き

気を起こします。 

ボイシについては発がん性が明らかですが、人については

可能性を完全に除去できないが可能性は小さいとされていま

す。 

 

指定暑熱避難施設（キヺヨヱギサゥラソヺ） 

熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、

基準を満たした施設を指定するものであり、指定暑熱避難施設

（キヺヨヱギサゥラソヺ）は、市民の休息場所として開放されま

す。 

 

省ウニラガヺ 

ウニラガヺを節約すること。または、高効率でより少ないウ

ニラガヺで社会的ヹ経済的な効果を得られるようにすること。具

体的な手法としては、不要な機器の停止や温度ヹ照度の設定

見直し、設備ヹ機器の補修、効率的な設備への取替えなどがあ

げられます。 
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新ウニラガヺ 

太陽光発電や風力発電などのように、地球温暖化の原因と

なる二酸化炭素（ＣＯ2）の排出量が少なく、ウニラガヺ源の多

様化に貢献するウニラガヺを「新ウニラガヺ」と呼んでいます。

新ウニラガヺ利用等の促進に関する特別措置法では「技術的

に実用段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及

が十分でないもので、石油代替ウニラガヺの導入を図るため

に必要なもの」とされ、10種類が指定されています。 

 

３Ｒ 

廃棄物等の発生抑制(Reduce ヨヅャヺシ)、再使用(Reuse 

ヨヤヺシ)、再生利用(Recycle ヨコアキラ)のことで、それぞれ

の頭文字を取って3Ｒと表します。 

発生抑制は、廃棄物の発生を減らすこと、再使用は、使用済

みのものを繰り返し使用すること、再生利用は、使用済みのも

のを原材料等として再利用することです。 

 

生活環境項目 

水質汚濁に関する環境基準のうち、生活環境の保全に関す

る項目をいいます。河川については、ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、大腸菌

群数などの項目があります。 

 

生物多様性 

地球上の生物は、その誕生から約40億年もの間、進化と適

応を繰り返しながら現在に至っており、その結果として多種多

様な生物が様々な環境で生息している状況を「生物多様性」と

いいます。人間活動の拡大とともに低下しつつある生物多様性

の保全は、地球温暖化の防止とともに世界規模の課題となっ

ています。 

 

世界自然遺産 

世界遺産条約に基づき世界遺産ヨシテに登録される遺産の

ォツゲヨヺの一つです。 

自然遺産は、世界的な見地から見て鑑賞上、学術上又は保

存上顕著な普遍的価値を有する特徴ある自然の地域、動植物

種の生息地、自然の風景地等を対象としています。 

日本は平成4年9月、世界遺産条約に批准し、翌年の平成5

年12月に屋久島と白神山地が、平成17年7月には知床が、平

成23年6月には小笠原が世界自然遺産として登録されました。 

 

ゾアエカサヱ類 

ゾアエカサヱ類対策特別措置法では、ホヨ塩化ザプヱゼ-ハ

ョ-ザエカサヱ（ＰＣＤＤ）、ホヨ塩化ザプヱゼビョヱ（ＰＣＤＦ）及び

ケフョトヺホヨ塩化パビゥドラ（Ｃｏ-ＰＣＢ）を｢ゾアエカサヱ類｣

と定義しています。 

塩素の付く数と位置によって形が変わり、その数は220種類

以上にのぼりますが、そのうち毒性があると認められているの

は29種類です。 

ゾアエカサヱ類の毒性の強さは化合物により異なっているた

め、それぞれの毒性を、最も毒性の強い2、3、7、8-四塩化ザプ

ヱゼ-ハョ-ザエカサヱ（2、3、7、8-ＴeＣＤＤ）に換算して合計した

毒性等量（ＴＥＱ）で表します。 

多量の暴露では発がんを促進する作用、生殖機能、甲状腺

機能、免疫機能への影響が報告されています。 

燃焼や化学物質製造の過程などで非意図的に生成し、環境

中に排出されます。 

 

大腸菌群数及び大腸菌数 

人間又は動物の排泄物による水質汚濁を示す指標の一つ

です。 

大腸菌群の測定値は、ふん便汚染以外に、水や土壌に分布

する自然由来の細菌も検出されますが、 大腸菌数は、より的

確にふん便汚染を捉えることができるとされています。公共用

水域の水質測定項目は、大腸菌群数に変わり、大腸菌数が採

用されるようになりました。 

 

地球温暖化 

人の活動に伴って発生する温室効果オシが大気中の温室効

果オシの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及

び大気の温度が追加的に上昇する現象をいいます。 

海面上昇、干ばつなどの問題を引き起こし、人間や生態系に

大きな影響を与えることが懸念されています。 

 

地中熱バヺテホヱフ 

地中熱を熱源とし、その熱をバヺテホヱフでくみ上げることに

より、空調･給湯ヹ暖房ヹ融雪のウニラガヺとして利用する設備

です。 

 

窒素酸化物（ＮＯX） 

一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ2）の総称のことです。

窒素酸化物は、高温燃焼過程において必然的に空気中の窒

素と酸素が化合して生成するもので、このうち一酸化窒素は、

空気中の酸素と結びついて徐々に二酸化窒素となります。 

一酸化窒素は二酸化窒素に比べ、その毒性は弱いとされて

います。二酸化窒素は、呼吸機能の低下を引き起こすほか、雨

に溶けると酸性雨の原因にもなります。また、二酸化窒素は光

化学エカサゾヱテの原因物質でもあります。 

二酸化窒素の発生源としては、自動車、ペアョヺ、焼却炉な

どがあります。 

 

鳥獣保護区 

鳥獣の保護ヹ繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）」に基づ

いて環境大臣及び都道府県知事が指定する区域のことです。 

 

ＤＯ（溶存酸素量） 

水の中に溶けている酸素の量のことです。 

通常、酸素の補給は藻類の光合成による炭酸同化作用や、

大気からの溶け込みによるものがありますが、水中に有機物

が増えると、微生物が有機物を分解するために酸素が消費さ

れ、溶存酸素量は減少します。 

一般にきれいな川では、溶存酸素は、ほぼ飽和状態に達し

ていますが、その量が一定値以下になると魚類等の生息が制

限され、更に減少すると生息できなくなります。また、環境保全

上、悪臭の発生を抑えるためには、このＤＯが1ヨチテラ当たり2

ポヨギョマ以上であることが必要とされています。 

 

ヅケ活 

「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の

愛 称 で 、 二 酸 化 炭 素 (CO2) を 減 ら す (DE) 脱 炭 素

(Decarbonization)と、環境に良いウケ (Eco)を含む「ヅケ」と活

動ヹ生活を組み合わせた新しい言葉。  

国民ヹ消費者の行動変容、ョアビシソアラ転換を強力に促す

ため、衣食住職･移動買い物など生活全般にわたる国民の将

来の暮らしの全体像「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの 

10 年後」を明らかにするとともに、自治体ヹ企業ヹ団体等と一緒

になって、豊かな暮らし創りを強力に後押しすることで、新たな

消費ヹ行動の喚起と国内外での需要創出などにもつなげていく

ことを目指し、環境省が 2022 年 10 月から実施している新た

な国民運動です。 

ツテョキルルウタリヱ 

ウヺツラ様芳香のある無色透明の重い液体で、水に難溶、

不燃性で、発がん性があるとされています。 

テヨキルルウタリヱに比べて溶解力が弱く、デョアキヨヺドヱギ
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用溶剤、抽出用溶剤等として、あらゆる天然及び合成繊維の

洗浄に用いられています。 

通称ハヺキリヱと呼ばれる有機四塩化物系溶剤で、比重が

大きく、粘性が小さく、水に溶けにくい性質から、土壌に浸透す

ると地中に長く留まり、地下水汚染の原因となります。 

 

天然記念物 

学術上価値の高い動物、植物、地質鉱物（それらの存する

地域を含む）で、その保護保存を主務官庁から指定されたもの

をいいます。 

 

特定施設  

特定施設とは、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、

ゾアエカサヱ類対策特別措置法などの規制対象となる施設で

あり、各法律の施行令で定められています。工場ヹ事業場に特

定施設を設置する場合は、各々の法律に基づく届出が必要に

なり、規制基準の遵守などの義務が課せられます。 

 

 

テヨキルルウタリヱ 

キルルベラマ臭のある無色透明の揮発性ヹ不燃性の液体で、

水に難溶です。安定性と強力な脱脂力から、金属、機械部品、

半導体部品の脱脂、洗浄に広く用いられてきた有機塩素系溶

剤です。人体に対する影響としては、体内に蓄積すると腎臓障

害や中枢神経障害を起こし、発がん性があるといわれています。 

 

燃料電池サシツマ（ウニビゟヺマ） 

都市オシ等から水素を取り出し、空気中の酸素を反応させて

発電し、発電時の熱を給湯や暖房等に利用するサシツマです。 

 

ノアエボシ 

再生可能な生物由来の有機性資源で、石炭や石油などの化

石資源を除いたもの。廃棄物系ノアエボシとしては、廃棄され

る紙、家畜ふん尿、食品廃棄物、建設発生木材、黒液、下水汚

泥などが挙げられます。また、未利用ノアエボシとしては、稲わ

らなど農作物非食用部や林地残材などがあります。 

主な活用方法としては、農業分野における飼料肥料としての

ほか、燃焼しての発電や、゠ラケヺラ発酵、ミソヱ発酵などによ

る燃料化といったウニラガヺ利用も挙げられます。ノアエボシ

に含まれる炭素分は、植物がその生長過程で大気中の二酸化

炭素を固定したもので、ノアエボシを燃焼しても大気中の二酸

化炭素を増加させない“ォヺペヱドャヺテョラ”という特性があ

ります。 

 

ｐＨ（水素アエヱ濃度指数） 

水の酸性又は゠ラォヨ性を表す指標であり、ｐＨ7が中性、7

より小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほど゠ラォヨ性

が強くなります。 

通常の河川は、ｐＨ6.5～8程度で、この範囲を超えると魚類

や農作物に被害を与えることがあります。 

 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 

水の中に含まれる有機物が好気性微生物により分解される

ときに消費される酸素の量のことです。 

水中の有機物量に応じた値を示し、汚染度の指標として用い

られます。 

この数値が高い河川や湖沼では水中の酸素が減少する傾

向が多く、水温が高い時期には水生生物が死滅するなどの被

害が出ることもあり、腐敗が進むとミソヱオシなどが発生し、悪

臭を放つようになります。 

 

ｐｐｍ（ヒヺヒヺウマ） 

ごく微量の物質の濃度や含有率を表す単位で、百万分の1を

意味します。例えば、空気1立方ミヺテラ中に1立方スヱタミヺテ

ラの物質が含まれている場合には、この物質の濃度を1ppmと

いいます。 

 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5） 

大気中に浮遊しているばいじんや粉じん、自動車の排出オ

シに含まれるォヺペヱ粒子などの中でも、粒径2.5μｍ（ボアキ

ルミヺテラ）以下の粒子状の物質をいいます。粒子が非常に小

さいことから、ＳＰＭよりも呼吸器系へ及ぼす影響が大きいと考

えられます。 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊しているばいじんや粉じん、自動車の排出オ

シに含まれるォヺペヱ粒子などの中でも、粒径10μｍ（ボアキル

ミヺテラ）以下の粒子状の物質をいいます。人体に対する影響

としては、気管や肺まで到達し、呼吸器系に影響を及ぼすおそ

れがあります。 

 

ビルヱ 

ビルヱは、炭化水素に塩素、ビチ素が結合した化合物である

“キルルビラエルォヺペヱ”の略称です。 

ビルヱは、化学的に安定で、ほとんど無害であることから、冷

蔵庫やウ゠ケヱの冷媒、電子回路などの精密部品の洗浄剤、

シフリヺ等の噴射剤などとして広く使われてきました。しかし、

大気中に放出されるとそのまま成層圏に達し、そこで太陽から

の強い紫外線によって分解し、エゼヱ層を破壊する原因となっ

ています。 

エゼヱ層が破壊されると地上に達する紫外線の量が増えて

皮膚がんが増加するなどの被害をもたらすため、ビルヱ11、ビ

ルヱ12、ビルヱ113、ビルヱ114、ビルヱ115といった特定ビルヱの

製造を平成7年末には全廃するなどの国際的合意がなされまし

た。 

 

ぺリチテシテヺピ 

木質ヘリチテ（製材端材や間伐材等の木材を破砕したおが粉

を円筒状に固めたもの）を燃料として使用する暖房機のことで

す。以前は機器が大きいこと、火力が強く微妙な火力調整が苦

手なことが欠点であり、日本の住宅にはあまり使われてきませ

んでしたが、近年は、シテヺピ自体の高性能化や再生可能ウニ

ラガヺの見直しなどに後押しされて普及しつつあります。 

 

プヱズヱ 

無色の液体で特有の臭いがあり、揮発性で引火性が強く、

水に難溶です。溶剤、洗浄剤、抽出剤、石油精製、゠ラケヺラ

変性剤、燃料などに使用されており、自動車用オセヨヱ中にも

存在しています（百分の1以下）。 

人体に対する影響については、急性症状としての麻酔作用、

慢性症状としての造血器官の破壊と発がん性などが知られて

います。 

 

µｇ（ボアキルギョマ）ヹµｍ（ボアキルミヺテラ） 

“μ（ボアキル）”は百万分の1を意味する接頭語で、物質の質

量を示す単位“ｇ（ギョマ）”と組み合わせることで、1ギョマの百

万分の1の量（1×10－6ｇ）を意味します。 

同様に、物質の長さを示す単位“ｍ（ミヺテラ）”と組み合わせ

ることで、1ミヺテラの百万分の1の量（1×10－6ｍ）を意味します。 

 

面的評価 

騒音に係る環境基準のうち、道路に面する地域の騒音に係

る環境基準について、基準値を超える騒音に暴露される住居

等の戸数やその割合を把握することにより評価する手法を面
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的評価といいます。 

 

有害大気汚染物質 

環境大気中から検出される物質で、低濃度ではあるが長期

曝露によって健康への影響が懸念される物質をいいます。大

気汚染防止法改正により、有害大気汚染物質に該当する可能

性がある物質として248物質がヨシテ゠チフされています。 

このうち23物質が優先取組物質とされ、特にプヱズヱ、テヨキ

ルルウタリヱ、ツテョキルルウタリヱの3物質は、「排出又は飛散

を早急に抑制しなければならない物質」として指定されていま

す。 

 

緑被率 

樹木や草本類などの緑でおおわれた土地の面積の割合を

示したものです。平面的な緑の量を把握するための指標で、都

市計画などに用いられています。 
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